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関関係係行行政政機機関関窓窓口口等等一一覧覧  

 

《縦覧・閲覧の場所》 

 

名    称 郵便番号 住    所 電話番号 

環境生活部共同参画社会推進課 980-8570 仙台市青葉区本町３－８－１ 022-211-2576 

みやぎＮＰＯプラザ 983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡５ 022-256-0505 

大河原地方振興事務所 989-1243 柴田郡大河原町字南１２９－１ 0224-53-3111 

北部地方振興事務所 989-6117 大崎市古川旭４－１－１ 0229-91-0701 

北部地方振興事務所栗原地域事務所 987-2251 栗原市築館藤木５－１ 0228-22-2111 

東部地方振興事務所登米地域事務所 987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼１５０－５ 0220-22-6111 

東部地方振興事務所 986-0850  石巻市あゆみ野五丁目７番地 0225-95-1411 

気仙沼地方振興事務所 988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢４７－６ 0226-24-2530 

 

 

《県税の窓口》 

  宮城県総務部税務課ホームページ http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/ 

名    称 郵便番号 住    所 電話番号 

大河原県税事務所 989-1243 柴田郡大河原町字南１２９－１ 0224-53-3111 

仙台南県税事務所 982-0011 仙台市太白区長町７－２２－２０ 022-248-2961 

仙台中央県税事務所 980-0011 仙台市青葉区上杉１－２－３ 022-715-0622 

仙台北県税事務所 981-8510 仙台市青葉区堤通雨宮町４－１７ 022-275-9111 

塩釜県税事務所 985-0024 塩竈市錦町５－２８ 022-365-4191 

北部県税事務所 989-6117 大崎市古川旭４－１－１ 0229-91-0701 

北部県税事務所栗原地域事務所 987-2251 栗原市築館藤木５－１ 0228-22-2111 

東部県税事務所登米地域事務所 987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼１５０－５ 0220-22-6111 

東部県税事務所 986-0850 石巻市あゆみ野五丁目７番地 0225-95-1411 

気仙沼県税事務所 988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢４７－６ 0226-24-2530 

 

 

《国税の窓口》 

仙台国税局ホームページ https://www.nta.go.jp/about/organization/sendai/index.htm 

名    称 郵便番号 住    所 電話番号 

仙台北税務署 980-8402 仙台市青葉区上杉１－１－１ 022-222-8121 

仙台中 〃 984-0015 仙台市若林区卸町３－８－５ 022-783-7831 

仙台南 〃 982-8551 仙台市太白区柳生２－２８－２ 022-306-8001 

石 巻 〃 986-0827 石巻市千石町２－３５ 0225-22-4151 

塩 釜 〃 985-8601 塩竈市旭町１７－１５ 022-362-2151 

古 川 〃 989-6185 大崎市古川旭６－２－１５ 0229-22-1711 

気仙沼 〃 988-0077 気仙沼市古町３－４－５ 0226-22-6780 

大河原 〃 989-1201 柴田郡大河原町大谷字末広１２－１ 0224-52-2202 

築 館 〃 987-2292 栗原市築館薬師２－２－１ 0228-22-2261 

佐 沼 〃 987-0511 登米市迫町佐沼字沼向１０９ 0220-22-2501 
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《法務局（本局・支局・出張所）》 

 仙台法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/ 

名    称 郵便番号 住    所 電話番号 

仙台法務局 本局 980-8601 仙台市青葉区春日町７－２５ 022-225-5611 

塩竈支局 985-0043 塩竈市袖野田町３－２０ 022-362-2338 

名取出張所 981-1224 名取市増田字柳田５７０－２ 022-382-3694 

大河原支局 989-1217 柴田郡大河原町字錦町１－１ 0224-52-6053 

古川支局 989-6117 大崎市古川旭６－３－１ 0229-22-0510 

石巻支局 986-0868 石巻市恵み野６－５－６ 0225-22-6188 

登米支局 987-0702 登米市登米町寺池桜小路７０－２ 0220-52-2070 

気仙沼支局 988-0022 気仙沼市河原田２－２－２０ 0226-22-6692 

 

 

《労働基準監督署》 

宮城労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/ 

名    称 郵便番号 住    所 電話番号 

仙 台労働基準監督署 983-8507 仙台市宮城野区鉄砲町１ 022-299-9071 

石 巻   〃 986-0832 石巻市泉町４－１－１８ 0225-22-3365 

古 川   〃 989-6161 大崎市古川駅南２－９－４７ 0229-22-2112 

大河原  〃 989-1246 柴田郡大河原町字新東２４－２５ 0224-53-2154 

瀬 峰   〃 989-4521 栗原市瀬峰下田５０－８ 0228-38-3131 

 

 

《公共職業安定所（ハローワーク）》 

宮城労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/ 

名    称 郵便番号 住    所 電話番号 

ハローワーク仙 台 983-0852 仙台市宮城野区榴岡４－２－３ 022-299-8811 

    〃     プラザ青葉 980-0021 仙台市青葉区中央２－１１－１ 022-266-8609 

    〃     プラザ泉 981-3133 仙台市泉区泉中央１－７－１ 022-771-1217 

〃     大 和 981-3626 黒川郡大和町吉岡南２－３－１５ 022-345-2350 

〃     石 巻 986-0832 石巻市泉町４－１－１８ 0225-95-0158 

〃     塩 釜 985-0016 塩竈市港町 1-4-1 022-362-3361 

〃     古 川 989-6143 大崎市古川中里６－７－１０ 0229-22-2305 

〃     大河原 989-1202 柴田郡大河原町大谷字町向１２６－４ 0224-53-1042 

〃     築 館 987-2252 栗原市築館薬師２－２－１ 0228-22-2531 

〃      迫 987-0511 登米市迫町佐沼字内町４２－１０ 0220-22-8609 

〃     気仙沼 988-0077 気仙沼市古町３－３－８ 0226-24-1716 

〃     白 石 989-0229 白石市字銚子ケ森３７－８ 0224-25-3107 

 

 

《年金事務所》 

日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/ 

名    称 郵便番号 住    所 電話番号 

大河原年金事務所 989-1245 柴田郡大河原町字新南１８－３ 0224-51-3111 

仙台東年金事務所 983-8558 仙台市宮城野区宮城野３－４－１ 022-257-6111 

仙台南年金事務所 982-8531 仙台市太白区長町南１－３－１ 022-246-5111 

仙台北年金事務所 980-8421 仙台市青葉区宮町４－３－２１ 022-224-0891 

石巻年金事務所 986-8511 石巻市中里４－７－３１ 0225-22-5115 

古川年金事務所 989-6195 大崎市古川駅南２－４－２ 0229-23-1200  
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特定非営利活動促進法（平成十年三月二十五日法律第七号） 

 
第一章 総則  

（目的） 
第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増
進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な
社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。 

 
（定義） 
第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益
の増進に寄与することを目的とするものをいう。 

２ この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当
する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 

一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 
イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 

二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 
イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 
ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 
ハ 特定の公職（公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第三条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者に
なろうとする者を含む。以下同じ。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的と
するものでないこと。 

３ この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第四十四条第一項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。 
４ この法律において「特例認定特定非営利活動法人」とは、第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動法人をいう。 
 

第二章 特定非営利活動法人 
第一節 通則 

（原則） 
第三条 特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。 
２ 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。 
 
（名称の使用制限） 
第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。 
 
（その他の事業） 
第五条 特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の
事業（以下「その他の事業」という。）を行うことができる。この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利
活動に係る事業のために使用しなければならない。 

２ その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の
会計として経理しなければならない。 

 
（住所） 
第六条 特定非営利活動法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 
 
（登記） 
第七条 特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 
２ 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 
 
（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用） 
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第七十八条の規定は、特定非営利活動法人
について準用する。 

 
（所轄庁） 
第九条 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事（その事務所が一の指定都市（地方自治
法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内のみに所在する特定
非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長）とする。 

 
第二節 設立 

（設立の認証） 
第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を
添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 

一 定款 
二 役員に係る次に掲げる書類 
イ 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。） 
ロ 各役員が第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の
謄本 

ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの 
三 社員のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面 
四 第二条第二項第二号及び第十二条第一項第三号に該当することを確認したことを示す書面 
五 設立趣旨書 
六 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 
七 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 
八 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（その行う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類をいう。
以下同じ。） 

２ 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用その他の内
閣府令で定める方法により公表するとともに、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類（同項第二号
イに掲げる書類については、これに記載された事項中、役員の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの。第二号において
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「特定添付書類」という。）を、申請書を受理した日から二週間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならな
い。 

一 申請のあった年月日 
二 特定添付書類に記載された事項 
３ 前項の規定による公表は、第十二条第一項の規定による認証又は不認証の決定がされるまでの間、行うものとする。 
４ 第一項の規定により提出された申請書又は当該申請書に添付された同項各号に掲げる書類に不備があるときは、当該申請を
した者は、当該不備が都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限り、これを補正することができる。た
だし、所轄庁が当該申請書を受理した日から一週間を経過したときは、この限りでない。 

 
（定款） 
第十一条 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
一 目的 
二 名称 
三 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 
四 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 
五 社員の資格の得喪に関する事項 
六 役員に関する事項 
七 会議に関する事項 
八 資産に関する事項 
九 会計に関する事項 
十 事業年度 
十一 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 
十二 解散に関する事項 
十三 定款の変更に関する事項 
十四 公告の方法 
２ 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。 
３ 第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人
その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。 

一 国又は地方公共団体 
二 公益社団法人又は公益財団法人 
三 私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人 
四 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条に規定する社会福祉法人 
五 更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）第二条第六項に規定する更生保護法人 
 
（認証の基準等） 
第十二条 所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。 
一 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 
二 当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。 
三 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。 
イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第二号に規定する暴力団を
いう。以下この号及び第四十七条第六号において同じ。） 

ロ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくな
った日から五年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制の下にある団体 

四 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。 
２ 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第十条第二項の期間を経過した日から二月（都道府県
又は指定都市の条例でこれより短い期間を定めたときは、当該期間）以内に行わなければならない。 

３ 所轄庁は、第一項の規定により認証の決定をしたときはその旨を、同項の規定により不認証の決定をしたときはその旨及び
その理由を、当該申請をした者に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。 

 
（意見聴取等） 
第十二条の二 第四十三条の二及び第四十三条の三の規定は、第十条第一項の認証の申請があった場合について準用する。 
 
（成立の時期等） 
第十三条 特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 
２ 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び次条の財産
目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 

３ 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証
を取り消すことができる。 

 
（財産目録の作成及び備置き） 
第十四条 特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその事務所に備え置かなければならない。 
 

第三節 管理 
（通常社員総会） 
第十四条の二 理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。 
 
（臨時社員総会） 
第十四条の三 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。 
２ 総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなけれ
ばならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 

 
（社員総会の招集） 
第十四条の四 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、
定款で定めた方法に従ってしなければならない。 

 
（社員総会の権限） 
第十四条の五 特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって
行う。 
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（社員総会の決議事項） 
第十四条の六 社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることがで
きる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

 
（社員の表決権） 
第十四条の七 各社員の表決権は、平等とする。 
２ 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。 
３ 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法（電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第二十八条の二第一項第三号におい
て同じ。）により表決をすることができる。 

４ 前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 
 
（表決権のない場合） 
第十四条の八 特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。 
 
（社員総会の決議の省略） 
第十四条の九 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面
又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。）により同意の意思表示をしたときは、当
該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

２ 前項の規定により社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされ
た場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなす。 

 
（役員の定数） 
第十五条 特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。 
 
（理事の代表権） 
第十六条 理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その
代表権を制限することができる。 

 
（業務の執行） 
第十七条 特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めのないときは、理事の過半数をもって決する。 
 
（理事の代理行為の委任） 
第十七条の二 理事は、定款又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任するこ
とができる。 

 
（仮理事） 
第十七条の三 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係
人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。 

 
（利益相反行為） 
第十七条の四 特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合において
は、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。 

 
（監事の職務） 
第十八条 監事は、次に掲げる職務を行う。 
一 理事の業務執行の状況を監査すること。 
二 特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。 
三 前二号の規定による監査の結果、特定非営利活動法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重
大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会又は所轄庁に報告すること。 

四 前号の報告をするために必要がある場合には、社員総会を招集すること。 
五 理事の業務執行の状況又は特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 
 
（監事の兼職禁止） 
第十九条 監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない。 
 
（役員の欠格事由） 
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 
一 成年被後見人又は被保佐人 
二 破産者で復権を得ないもの 
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 
四 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定（同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十
一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。）に違反したことにより、又は刑法（明治四十年法律第四十五号）
第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処
罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその
執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 

五 暴力団の構成員等 
六 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日
から二年を経過しない者 

 
（役員の親族等の排除） 
第二十一条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当
該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。 

 
（役員の欠員補充） 
第二十二条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 
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（役員の変更等の届出） 
第二十三条 特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名
簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 

２ 特定非営利活動法人は、役員が新たに就任した場合（任期満了と同時に再任された場合を除く。）において前項の届出をする
ときは、当該役員に係る第十条第一項第二号ロ及びハに掲げる書類を所轄庁に提出しなければならない。 

 
（役員の任期） 
第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、
後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまで
その任期を伸長することができる。 

 
（定款の変更） 
第二十五条 定款の変更は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければならない。 
２ 前項の議決は、社員総数の二分の一以上が出席し、その出席者の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、
定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。 

３ 定款の変更（第十一条第一項第一号から第三号まで、第四号（所轄庁の変更を伴うものに限る。）、第五号、第六号（役員の
定数に係るものを除く。）、第七号、第十一号、第十二号（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。）又は第十三号に掲げる
事項に係る変更を含むものに限る。）は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 

４ 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、当該定
款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添付した申請書を、所轄庁に提出しなければならない。この
場合において、当該定款の変更が第十一条第一項第三号又は第十一号に掲げる事項に係る変更を含むものであるときは、当該
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書を併せて添付しなければならない。 

５ 第十条第二項から第四項まで及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。 
６ 特定非営利活動法人は、定款の変更（第三項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く。）を
したときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の
謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 

７ 特定非営利活動法人は、定款の変更に係る登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書を所
轄庁に提出しなければならない。 

 
第二十六条 所轄庁の変更を伴う定款の変更に係る前条第四項の申請書は、変更前の所轄庁を経由して変更後の所轄庁に提出す
るものとする。 

２ 前項の場合においては、前条第四項の添付書類のほか、第十条第一項第二号イ及び第四号に掲げる書類並びに直近の第二十
八条第一項に規定する事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号
の活動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第
一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の
財産目録）を申請書に添付しなければならない。 

３ 第一項の場合において、当該定款の変更を認証したときは、所轄庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前
の所轄庁から事務の引継ぎを受けなければならない。 

 
（会計の原則） 
第二十七条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。 
一 削除 
二 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 
三 計算書類（活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。）及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事
業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。 

四 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 
 
（事業報告書等の備置き等及び閲覧） 
第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事
業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿（前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名
及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。）並びに前事業年度の末
日における社員のうち十人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面
（以下「事業報告書等」という。）を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日ま
での間、その事務所に備え置かなければならない。 

２ 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿及び定款等（定款並びにその認証及
び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。）を、その事務所に備え置かなければならない。 

３ 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由があ
る場合を除いて、これを閲覧させなければならない。 

一 事業報告書等（設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書及び第
十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計
画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第三十条及び
第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。） 

二 役員名簿 
三 定款等 
 
（貸借対照表の公告） 
第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の
作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。 

一 官報に掲載する方法 
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 
三 電子公告（電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であ
って内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。） 

四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内
閣府令で定める方法 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号又は第二号に掲げる方法を定款で定め
る特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 

３ 特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定める場合に
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は、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、同項第一
号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 

４ 特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一項の規定による前事業年度の貸借
対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間（第二号において「公告期間」
という。）中公告の中断（不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなっ
たこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。）が生じた場合において、次の
いずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼさない。 

一 公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は特定非営利活動法人に正当な事
由があること。 

二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。 
三 特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容
を当該電子公告による公告に付して公告したこと。 

 
（事業報告書等の提出） 
第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所
轄庁に提出しなければならない。 

 
（事業報告書等の公開） 
第三十条 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等（過去五年間に提出を受けたものに限る。）、役員名簿
又は定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これらの書類
（事業報告書等又は役員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの）
を閲覧させ、又は謄写させなければならない。 

 
第四節 解散及び合併 

（解散事由） 
第三十一条 特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散する。 
一 社員総会の決議 
二 定款で定めた解散事由の発生 
三 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 
四 社員の欠亡 
五 合併 
六 破産手続開始の決定 
七 第四十三条の規定による設立の認証の取消し 
２ 前項第三号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認定がなければ、その効力を生じない。 
３ 特定非営利活動法人は、前項の認定を受けようとするときは、第一項第三号に掲げる事由を証する書面を、所轄庁に提出し
なければならない。 

４ 清算人は、第一項第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に
届け出なければならない。 

 
（解散の決議） 
第三十一条の二 特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、
定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

 
（特定非営利活動法人についての破産手続の開始） 
第三十一条の三 特定非営利活動法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、
理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 

２ 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 
 
（清算中の特定非営利活動法人の能力） 
第三十一条の四 解散した特定非営利活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するも
のとみなす。 

 
（清算人） 
第三十一条の五 特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人とな
る。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 

 
（裁判所による清算人の選任） 
第三十一条の六 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁
判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 

 
（清算人の解任） 
第三十一条の七 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任する
ことができる。 

 
（清算人の届出） 
第三十一条の八 清算中に就任した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。 
 
（清算人の職務及び権限） 
第三十一条の九 清算人の職務は、次のとおりとする。 
一 現務の結了 
二 債権の取立て及び債務の弁済 
三 残余財産の引渡し 
２ 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 
 
（債権の申出の催告等） 
第三十一条の十 清算人は、特定非営利活動法人が第三十一条第一項各号に掲げる事由によって解散した後、遅滞なく、公告を
もって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期
間は、二月を下ることができない。 
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２ 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、
清算人は、判明している債権者を除斥することができない。 

３ 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 
４ 第一項の公告は、官報に掲載してする。 
 
（期間経過後の債権の申出） 
第三十一条の十一 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済された後まだ権利の帰
属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 

 
（清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始） 
第三十一条の十二 清算中に特定非営利活動法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算
人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 

２ 清算人は、清算中の特定非営利活動法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだ
ときは、その任務を終了したものとする。 

３ 前項に規定する場合において、清算中の特定非営利活動法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡した
ものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 

４ 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 
 
（残余財産の帰属） 
第三十二条 解散した特定非営利活動法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、所轄庁に対す
る清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 

２ 定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団
体に譲渡することができる。 

３ 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 
 
（裁判所による監督） 
第三十二条の二 特定非営利活動法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 
２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 
３ 特定非営利活動法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 
４ 所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 
 
（清算結了の届出） 
第三十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 
 
（解散及び清算の監督等に関する事件の管轄） 
第三十二条の四 特定非営利活動法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄す
る地方裁判所の管轄に属する。 

 
（不服申立ての制限） 
第三十二条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 
 
（裁判所の選任する清算人の報酬） 
第三十二条の六 裁判所は、第三十一条の六の規定により清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が当該清算人に対し
て支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならな
い。 

 
第三十二条の七 削除 
 
（検査役の選任） 
第三十二条の八 裁判所は、特定非営利活動法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することがで
きる。 

２ 第三十二条の五及び第三十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場
合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「特定非営利活動法人及び検査役」と読み替えるものとする。 

 
（合併） 
第三十三条 特定非営利活動法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができる。 
 
（合併手続） 
第三十四条 特定非営利活動法人が合併するには、社員総会の議決を経なければならない。 
２ 前項の議決は、社員総数の四分の三以上の多数をもってしなければならない。ただし、定款に特別の定めがあるときは、こ
の限りでない。 

３ 合併は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。 
４ 特定非営利活動法人は、前項の認証を受けようとするときは、第一項の議決をした社員総会の議事録の謄本を添付した申請
書を、所轄庁に提出しなければならない。 

５ 第十条及び第十二条の規定は、第三項の認証について準用する。 
 
第三十五条 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、貸借対
照表及び財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその事務
所に備え置かなければならない。 

２ 特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったときは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その債権者に対
し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告
しなければならない。この場合において、その期間は、二月を下回ってはならない。 

 
第三十六条 債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。 
２ 債権者が異議を述べたときは、特定非営利活動法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済
を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、
合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 

 
第三十七条 合併により特定非営利活動法人を設立する場合においては、定款の作成その他特定非営利活動法人の設立に関する
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事務は、それぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行わなければならない。 
 
（合併の効果） 
第三十八条 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、合併によって消滅した特定
非営利活動法人の一切の権利義務（当該特定非営利活動法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有す
る権利義務を含む。）を承継する。 

 
（合併の時期等） 
第三十九条 特定非営利活動法人の合併は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人
の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。 

２ 第十三条第二項及び第十四条の規定は前項の登記をした場合について、第十三条第三項の規定は前項の登記をしない場合に
ついて、それぞれ準用する。 

 
第四十条 削除 
 

 
第五節 監督 

（報告及び検査） 
第四十一条 所轄庁は、特定非営利活動法人（認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人を除く。以下この項及
び次項において同じ。）が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があ
るときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営
利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
とができる。 

２ 所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、
あらかじめ、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を
有する者（以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。）に提示させなければならない。この場合において、
当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。 

３ 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 
４ 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 
 
（改善命令） 
第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認め
るときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき
は、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 

 
（設立の認証の取消し） 
第四十三条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達
することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非
営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 

２ 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によってはその改善を期待すること
ができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を
経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。 

３ 前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があったとき
は、公開により行うよう努めなければならない。 

４ 所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定
非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。 

 
（意見聴取） 
第四十三条の二 所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員
について第二十条第五号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又は道府県警察本部長の意見を
聴くことができる。 

 
（所轄庁への意見） 
第四十三条の三 警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠い
ていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第二十条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所
轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を
述べることができる。 

 
第三章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人 
第一節 認定特定非営利活動法人 

（認定） 
第四十四条 特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁の認定
を受けることができる。 

２ 前項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類
を添付した申請書を所轄庁に提出しなければならない。ただし、次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動
法人が申請をする場合には、第一号に掲げる書類を添付することを要しない。 

一 実績判定期間内の日を含む各事業年度（その期間が一年を超える場合は、当該期間をその初日以後一年ごとに区分した期間
（最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間）。以下同じ。）の寄附者名簿（各事業年度に当該申請に係る特
定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名（法人にあっては、その名称）及び住所並びにその寄
附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。） 

二 次条第一項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類（前号に掲げる書類を除く。）及び第四十七条各号のいずれにも該
当しない旨を説明する書類 

三 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 
３ 前項第一号の「実績判定期間」とは、第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日
以前五年（同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年）内に終
了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。 

 
（認定の基準） 
第四十五条 所轄庁は、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、
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同項の認定をするものとする。 
一 広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準として次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 
イ 実績判定期間（前条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。）における経常収入金額（⑴に掲げる金額をいう。）
のうちに寄附金等収入金額（⑵に掲げる金額（内閣府令で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、⑵及び⑶に掲
げる金額の合計額）をいう。）の占める割合が政令で定める割合以上であること。 

⑴ 総収入金額から国等（国、地方公共団体、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）別表第一に掲げる独立行政法人、地方独
立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この⑴において同じ。）
からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの（次項において「国の補助金等」という。）、臨時的な収入その
他の内閣府令で定めるものの額を控除した金額 

⑵ 受け入れた寄附金の額の総額（第四号ニにおいて「受入寄附金総額」という。）から一者当たり基準限度超過額（同一の者
からの寄附金の額のうち内閣府令で定める金額を超える部分の金額をいう。）その他の内閣府令で定める寄附金の額の合計額
を控除した金額 

⑶ 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に次号に規定する内閣府令で定める割合を乗じて計算した金額を控
除した金額のうち⑵に掲げる金額に達するまでの金額 

ロ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者（当該事業年度における同一の者からの寄附金（寄附者の氏
名（法人にあっては、その名称）その他の内閣府令で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このロにおいて同じ。）の額
の総額（当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した
金額）が政令で定める額以上である場合の当該同一の者をいい、当該申請に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該
役員と生計を一にする者を除く。以下同じ。）の数（当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の
判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を一人とみなした数）の合計数に十二を乗じ
てこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が政令で定める数以上であること。 

ハ 前条第二項の申請書を提出した日の前日において、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三十七条の二第一項第
四号（同法第一条第二項の規定により都について準用する場合を含む。）に掲げる寄附金又は同法第三百十四条の七第一項第
四号（同法第一条第二項の規定により特別区について準用する場合を含む。）に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法
人としてこれらの寄附金を定める条例で定められているもの（その条例を制定した道府県（都を含む。）又は市町村（特別区
を含む。）の区域内に事務所を有するものに限る。）であること。 

二 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として内閣府令で定める割合が百分の五十未満である
こと。 
イ 会員又はこれに類するものとして内閣府令で定める者（当該申請に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係し
ない者で内閣府令で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。）に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役
務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動（資産
の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他内閣府令で定めるものを除く。） 

ロ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者（前号ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、⑷に掲げる者を
除く。）である活動（会員等を対象とする活動で内閣府令で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。） 

⑴ 会員等 
⑵ 特定の団体の構成員 
⑶ 特定の職域に属する者 
⑷ 特定の地域として内閣府令で定める地域に居住し又は事務所その他これに準ずるものを有する者 
ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動 

ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動 
三 その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。 
イ 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ三分の一以下であること。 
⑴ 当該役員並びに当該役員の配偶者及び三親等以内の親族並びに当該役員と内閣府令で定める特殊の関係のある者 
⑵ 特定の法人（当該法人との間に発行済株式又は出資（その有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の百分の五 
十以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の内閣府令で定める関係のある法人を含む。）の役
員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び三親等以内の親族並びにこれらの者と内閣府令で定める特殊の関係の
ある者 

ロ 各社員の表決権が平等であること。 
ハ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は内閣府令で定めるところにより帳簿及び書類
を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。 

ニ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として内閣府令で定める経理が行われ
ていないこと。 

四 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。 
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。 
⑴ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。 
⑵ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 
⑶ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。 
ロ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と内閣府令で
定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして内閣府令で定
める基準に適合していること。 

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして
内閣府令で定める割合が百分の八十以上であること。 

ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の百分の七十以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。 
五 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類（イに掲げる書類につい
ては、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの）をその事務所において閲覧させるこ
と。 
イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等 
ロ 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類並びに第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項の
書類 

六 各事業年度において、事業報告書等を第二十九条の規定により所轄庁に提出していること。 
七 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実
その他公益に反する事実がないこと。 

八 前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後一年を超える期間が経過していること。 
九 実績判定期間において、第三号、第四号イ及びロ並びに第五号から第七号までに掲げる基準（当該実績判定期間中に、前条
第一項の認定又は第五十八条第一項の特例認定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第五号ロに掲げ
る基準を除く。）に適合していること。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第一項の認定の申請をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合及
び政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をした場合における前項第一号イに規定する割合の計算につ
いては、政令で定める方法によることができる。 
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（合併特定非営利活動法人に関する適用） 
第四十六条 前二条に定めるもののほか、第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定
非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第二項の申請書を提出しようとする事業年度の初日にお
いてその合併又は設立の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における前二条の規定の適用に関し必要な
事項は、政令で定める。 

 
（欠格事由） 
第四十七条 第四十五条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受け
ることができない。 

一 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 
イ 認定特定非営利活動法人が第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消された場合又
は特例認定特定非営利活動法人が第六十七条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により第五十八条第
一項の特例認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該認定特定非営利
活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないも
の 

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 
ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、若しくは刑法第二百四
条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関
する法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方
税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定め
た規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から
五年を経過しない者 

ニ 暴力団の構成員等 
二 第六十七条第一項若しくは第二項の規定により第四十四条第一項の認定を取り消され、又は第六十七条第三項において準用
する同条第一項若しくは第二項の規定により第五十八条第一項の特例認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しな
いもの 

三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの 
四 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの 
五 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から三年を経過しないもの 
六 次のいずれかに該当するもの 
イ 暴力団 
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの 

 
（認定に関する意見聴取） 
第四十八条 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無
について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。 

一 前条第一号ニ及び第六号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長 
二 前条第四号及び第五号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長（以下「国税庁長官等」という。） 
 
（認定の通知等） 
第四十九条 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときはその旨を、同項の認定をしないことを決定したときはその旨及び
その理由を、当該申請をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。 

２ 所轄庁は、第四十四条第一項の認定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該認定に係る認定
特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公示しなければならない。 

一 名称 
二 代表者の氏名 
三 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 
四 当該認定の有効期間 
五 前各号に掲げるもののほか、都道府県又は指定都市の条例で定める事項 
３ 所轄庁は、特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第四十四条第一項の認定をし
たときは、当該認定に係る認定特定非営利活動法人の名称その他の内閣府令で定める事項を、その主たる事務所が所在する都
道府県以外の都道府県でその事務所が所在する都道府県の知事（以下「所轄庁以外の関係知事」という。）に対し通知しなけれ
ばならない。 

４ 認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものは、第一項の規定による認定の通知を受けた
ときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる書類を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。 

一 直近の事業報告書等（合併後当該書類が作成されるまでの間は、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の
事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第五十
二条第四項及び第五項において同じ。）、役員名簿及び定款等 

二 第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した同項各号に掲げる添付書類の写し 
三 認定に関する書類の写し 
 
（名称等の使用制限） 
第五十条 認定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれの
ある文字を用いてはならない。 

２ 何人も、不正の目的をもって、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはな
らない。 

 
（認定の有効期間及びその更新） 
第五十一条 第四十四条第一項の認定の有効期間（次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間。
以下この条及び第五十七条第一項第一号において同じ。）は、当該認定の日（次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、
従前の認定の有効期間の満了の日の翌日。第五十四条第一項において同じ。）から起算して五年とする。 

２ 前項の有効期間の満了後引き続き認定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする認定特定非営利活動法人は、
その有効期間の更新を受けなければならない。 

３ 前項の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、第一項の有効期間の満了の日の六月前から三月前まで
の間（以下この項において「更新申請期間」という。）に、所轄庁に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災
害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。 

４ 前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認
定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。 

５ 第四十四条第二項（第一号に係る部分を除く。）及び第三項、第四十五条第一項（第三号ロ、第六号、第八号及び第九号に係
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る部分を除く。）及び第二項、第四十六条から第四十八条まで並びに第四十九条第一項、第二項及び第四項（第一号に係る部分
を除く。）の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。ただし、第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類に
ついては、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。 

 
（役員の変更等の届出、定款の変更の届出等及び事業報告書等の提出に係る特例並びにこれらの書類の閲覧） 
第五十二条 認定特定非営利活動法人についての第二十三条、第二十五条第六項及び第七項並びに第二十九条の規定の適用につ
いては、これらの規定中「所轄庁に」とあるのは、「所轄庁（二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活
動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事）に」とする。 

２ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人は、第二十五条第三項の定款の変更の認証を受けた
ときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
及び変更後の定款を所轄庁以外の関係知事に提出しなければならない。 

３ 第二十六条第一項の場合においては、認定特定非営利活動法人は、同条第二項に掲げる添付書類のほか、内閣府令で定める
ところにより、寄附者名簿その他の内閣府令で定める書類を申請書に添付しなければならない。 

４ 認定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を
除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。 

５ 認定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において事業報告書等又は役員名簿を閲覧させるときは、同項の規定
にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。 

 
（代表者の氏名の変更の届出等並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等） 
第五十三条 認定特定非営利活動法人は、代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければな
らない。 

２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人について、第四十九条第二項各号（第二号及び第四号を除く。）に掲げる事項に係る定款
の変更についての第二十五条第三項の認証をしたとき若しくは同条第六項の届出を受けたとき、前項の届出を受けたとき又は
第四十九条第二項第五号に掲げる事項に変更があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公
示しなければならない。 

３ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置する旨又は
その主たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内の全ての事務所を廃止する旨の定款の変更についての第二十五
条第三項の認証をしたとき又は同条第六項の届出を受けたときは、その旨を当該都道府県の知事に通知しなければならない。 

４ 認定特定非営利活動法人は、その事務所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに事務所を設置したときは、内
閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第四十九条第四項各号に掲げる書類を、当該都道府県の知事に提出しなければなら
ない。 

（認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧） 
第五十四条 認定特定非営利活動法人は、第四十四条第一項の認定を受けたときは、同条第二項第二号及び第三号に掲げる書類
を、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、同条第一項の認定の日から起算して五年間、その事務所に備え置か
なければならない。 

２ 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げ
る書類を作成し、第一号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して五年間、第二号から第四号までに掲げる書類につ
いてはその作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。 

一 前事業年度の寄附者名簿 
二 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 
三 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で
定める事項を記載した書類 

四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類 
３ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、
その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これ
をその事務所に備え置かなければならない。 

４ 認定特定非営利活動法人は、第四十四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第二項第二号から第四号までに掲げ
る書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧
させなければならない。 

 
（役員報酬規程等の提出） 
第五十五条 認定特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、前条第二項第
二号から第四号までに掲げる書類（同項第三号に掲げる書類については、資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内
容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。）を所轄庁（二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利
活動法人にあっては、所轄庁及び所轄庁以外の関係知事。以下この条において同じ。）に提出しなければならない。ただし、前
条第二項第二号に掲げる書類については、既に所轄庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでない。 

２ 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前条第三
項の書類を所轄庁に提出しなければならない。 

 
（役員報酬規程等の公開） 
第五十六条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提出を受けた第四十四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる書類又は第
五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類若しくは同条第三項の書類（過去五年間に提出を受けたものに限る。）につ
いて閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写さ
せなければならない。 

 
（認定の失効） 
第五十七条 認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第四十四条第一項の認定は、その
効力を失う。 

一 第四十四条第一項の認定の有効期間が経過したとき（第五十一条第四項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされた
とき。）。 

二 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合併が第六
十三条第一項の認定を経ずにその効力を生じたとき（同条第四項に規定する場合にあっては、その合併の不認定処分がされた
とき。）。 

三 認定特定非営利活動法人が解散したとき。 
２ 所轄庁は、前項の規定により第四十四条第一項の認定がその効力を失ったときは、インターネットの利用その他の適切な方
法により、その旨を公示しなければならない。 

３ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人で二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものについて第一項の規定により第四
十四条第一項の認定がその効力を失ったときは、その旨を所轄庁以外の関係知事に対し通知しなければならない。 
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第二節 特例認定特定非営利活動法人 
（特例認定） 
第五十八条 特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利
活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。 

２ 第四十四条第二項（第一号に係る部分を除く。）及び第三項の規定は、前項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人
について準用する。この場合において、同条第三項中「五年（同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認
定を受けようとする場合にあっては、二年）」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。 

 
（特例認定の基準） 
第五十九条 所轄庁は、前条第一項の特例認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めると
きは、同項の特例認定をするものとする。 

一 第四十五条第一項第二号から第九号までに掲げる基準に適合すること。 
二 前条第二項において準用する第四十四条第二項の申請書を提出した日の前日において、その設立の日（当該特定非営利活動
法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人又はその合併によって消滅した各特
定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人である
場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日）から五年を経過しない特定非
営利活動法人であること。 

三 第四十四条第一項の認定又は前条第一項の特例認定を受けたことがないこと。 
 
（特例認定の有効期間） 
第六十条 第五十八条第一項の特例認定の有効期間は、当該特例認定の日から起算して三年とする。 
 
（特例認定の失効） 
第六十一条 特例認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第五十八条第一項の特例認定
は、その効力を失う。 

一 第五十八条第一項の特例認定の有効期間が経過したとき。 
二 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合において、その合
併が第六十三条第一項又は第二項の認定を経ずにその効力を生じたとき（同条第四項に規定する場合にあっては、その合併の
不認定処分がされたとき。）。 

三 特例認定特定非営利活動法人が解散したとき。 
四 特例認定特定非営利活動法人が第四十四条第一項の認定を受けたとき。 
 
（認定特定非営利活動法人に関する規定の準用） 
第六十二条 第四十六条から第五十条まで、第五十二条から第五十六条まで並びに第五十七条第二項及び第三項の規定は、特例
認定特定非営利活動法人について準用する。この場合において、第五十四条第一項中「五年間」とあるのは「三年間」と、同
条第二項中「五年間」とあるのは「三年間」と、「その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度」とあるのは「翌々
事業年度」と、同条第三項中「五年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは「第六十条の有効期間の満了の日」と、
第五十六条中「五年間」とあるのは「三年間」と読み替えるものとする。 

 
第三節 認定特定非営利活動法人等の合併 

第六十三条 認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併をした場合は、合併後存続す
る特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定がされたときに限り、
合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人としての地位を承継する。 

２ 特例認定特定非営利活動法人が特例認定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人（認定特定非営利活動法人であるも
のを除く。）と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その
合併について所轄庁の認定がされたときに限り、合併によって消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による特例認定
特定非営利活動法人としての地位を承継する。 

３ 第一項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は前項の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動法人は、
第三十四条第三項の認証の申請に併せて、所轄庁に第一項の認定又は前項の認定の申請をしなければならない。 

４ 前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後
存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、その処分がされるまでの間は、合併によって
消滅した特定非営利活動法人のこの法律の規定による認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人としての地位
を承継しているものとみなす。 

５ 第四十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十七条から第四十九条まで並びに第五十四条第一項の規定は第一項の認定
について、第五十八条第二項において準用する第四十四条第二項及び第三項、第五十九条並びに前条において準用する第四十
七条から第四十九条まで及び第五十四条第一項の規定は第二項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、必要
な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

 
第四節 認定特定非営利活動法人等の監督 

（報告及び検査） 
第六十四条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人（以下「認定特定非営利活動法人等」という。）
が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認め
るときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認
定特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を
検査させることができる。 

２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又
はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、当該都道府県の区
域内における業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該都道府県の区域内に所在する当該認定特定非
営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ
ることができる。 

３ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、これらの
項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該認定特定非営利活動法人等の役員その他の当該検査の対象
となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者（第五項において「認定特定非営利活動法人等の役員等」と
いう。）に提示させなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事が第一項又は第二項の規定による検査の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。 

５ 前項の場合において、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項又は第二項の規定による検査を終了するまでの間に、当
該検査をする職員に、これらの項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、認定特定非営利活動法人等の役員等に提示さ
せるものとする。 
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６ 第三項又は前項の規定は、第一項又は第二項の規定による検査をする職員が、当該検査により第三項又は前項の規定により
理由として提示した事項以外の事項について第一項又は第二項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事
項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第三項又は前項の規定は、当該事項に関する検査につい
ては適用しない。 

７ 第四十一条第三項及び第四項の規定は、第一項又は第二項の規定による検査について準用する。 
 
（勧告、命令等） 
第六十五条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人等について、第六十七条第二項各号（同条第三項において準用する場合を含む。
次項において同じ。）のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、
期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。 

２ 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等について、第六十七条第二項各号（第一号にあっては、第四十五条第
一項第三号に係る部分を除く。）のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認定特定非営利活動法
人等に対し、期限を定めて、当該都道府県の区域内における事業活動について、その改善のために必要な措置を採るべき旨の
勧告をすることができる。 

３ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、前二項の規定による勧告をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法に
より、その勧告の内容を公表しなければならない。 

４ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた認定特定非営利活動法人等が、正当な理
由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に係る措置を採るべ
きことを命ずることができる。 

５ 第一項及び第二項の規定による勧告並びに前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。 
６ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第四項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法に
より、その旨を公示しなければならない。 

７ 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、第一項若しくは第二項の規定による勧告又は第四項の規定による命令をしようとする
ときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。 

一 第四十七条第一号ニ又は第六号に規定する事由 警視総監又は道府県警察本部長 
二 第四十七条第四号又は第五号に規定する事由 国税庁長官等 
 
（その他の事業の停止） 
第六十六条 所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、第五条第一項の規定に違反してその他の事業から
生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認
定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。 

２ 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 
 
（認定又は特例認定の取消し） 
第六十七条 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消さなけれ
ばならない。 

一 第四十七条各号（第二号を除く。）のいずれかに該当するとき。 
二 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定を
受けたとき。 

三 正当な理由がなく、第六十五条第四項又は前条第一項の規定による命令に従わないとき。 
四 認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の認定の取消しの申請があったとき。 
２ 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消すことができる。 
一 第四十五条第一項第三号、第四号イ若しくはロ又は第七号に掲げる基準に適合しなくなったとき。 
二 第二十九条、第五十二条第四項又は第五十四条第四項の規定を遵守していないとき。 
三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。 
３ 前二項の規定は、第五十八条第一項の特例認定について準用する。この場合において、第一項第二号中「、第五十一条第二
項の有効期間の更新又は第六十三条第一項の認定」とあるのは、「又は第六十三条第二項の認定」と読み替えるものとする。 

４ 第四十三条第三項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで並びに第六十五条第七項の規定は、第一項又は第二項の規
定による認定の取消し（第六十九条において「認定の取消し」という。）及び前項において準用する第一項又は第二項の規定に
よる特例認定の取消し（同条において「特例認定の取消し」という。）について準用する。 

 
（所轄庁への意見等） 
第六十八条 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が第六十五条第四項の規定による命令に従わなかった場合そ
の他の場合であって、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、
所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。 

２ 次の各号に掲げる者は、認定特定非営利活動法人等についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理
由があるため、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、所轄
庁に対し、その旨の意見を述べることができる。 

一 警視総監又は道府県警察本部長 第四十七条第一号ニ又は第六号に該当する事由 
二 国税庁長官等 第四十七条第四号又は第五号に該当する事由 
３ 所轄庁は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して特に必要があると認めるときは、所轄
庁以外の関係知事に対し、当該所轄庁以外の関係知事が採るべき措置について、必要な要請をすることができる。 

 
（所轄庁への指示） 
第六十九条 内閣総理大臣は、この章に規定する認定特定非営利活動法人等に関する事務の実施に関して地域間の均衡を図るた
め特に必要があると認めるときは、所轄庁に対し、第六十五条第一項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令、第六
十六条第一項の規定による命令又は認定の取消し若しくは特例認定の取消しその他の措置を採るべきことを指示することがで
きる。 

 
第四章 税法上の特例 

第七十条 特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する
公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等（」とあるの
は「公益法人等（特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する法人（以下「特定非営利活動法人」
という。）並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人
（特定非営利活動法人を含む。）」と、同条第三項中「公益法人等（」とあるのは「公益法人等（特定非営利活動法人及び」と、
租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第六十八条の六の規定を適用する場合には同条中「みなされているもの」と
あるのは「みなされているもの（特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人については、小規模な法人として政令で
定めるものに限る。）」とする。 

２ 特定非営利活動法人は、消費税法（昭和六十三年法律第百八号）その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法
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別表第三に掲げる法人とみなす。 
３ 特定非営利活動法人は、地価税法（平成三年法律第六十九号）その他地価税に関する法令の規定（同法第三十三条の規定を
除く。）の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第六条の規定による地価税の非課
税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第七号に規定する人格のない社団等とみなす。 

 
第七十一条 個人又は法人が、認定特定非営利活動法人等に対し、その行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附又は贈与
をしたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について
寄附金控除等の特例の適用があるものとする。 

 
第五章 雑則 

（情報の提供等） 
第七十二条 内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附その他の特定非営利活動への市民の参画を促進する
ため、認定特定非営利活動法人等その他の特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関するデータベースの整備
を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を
講ずるものとする。 

２ 所轄庁及び特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人の事業報告書その他の活動の状況に関する情報を前項の規定により
内閣総理大臣が整備するデータベースに記録することにより、当該情報の積極的な公表に努めるものとする。 

 
（協力依頼） 
第七十三条 所轄庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求
めることができる。 

 
（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用） 
第七十四条 第十条第一項の規定による申請及び同条第二項（第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を
含む。）の規定による縦覧、第十二条第三項（第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定
による通知、第十三条第二項（第三十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出、第二十三条第一項の規定
による届出、第二十五条第三項の規定による申請、同条第六項の規定による届出及び同条第七項の規定による提出、第二十九
条の規定による提出、第三十条の規定による閲覧、第三十一条第二項の規定による申請、第三十四条第三項の規定による申請、
第四十三条第四項（第六十七条第四項において準用する場合を含む。）の規定による交付、第四十四条第一項の規定による申請、
第四十九条第一項（第五十一条第五項、第六十二条（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）、第六十三条第五項及
び第六十七条第四項において準用する場合を含む。）の規定による通知及び第四十九条第四項（第五十一条第五項、第六十二条
（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）の規定による提出、
第五十一条第三項の規定による申請、第五十二条第二項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による提出、第五
十三条第四項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による提出、第五十五条第一項及び第二項（これらの規定を
第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による提出、第五十六条（第六十二条において準用する場合を含む。）の規
定による閲覧、第五十八条第一項の規定による申請並びに第六十三条第三項の規定による申請について行政手続等における情
報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）の規定を適用する場合においては、同法中「主務省令」と
あるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第十二条の規定は、適用しない。 

 
（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用） 
第七十五条 第十四条（第三十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による作成及び備置き、第二十八条第一項の規
定による作成及び備置き、同条第二項の規定による備置き並びに同条第三項の規定による閲覧、第三十五条第一項の規定によ
る作成及び備置き、第四十五条第一項第五号（第五十一条第五項及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）の規定
による閲覧、第五十二条第四項及び第五項（これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による閲覧、第
五十四条第一項（第六十二条（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合
を含む。）の規定による備置き、第五十四条第二項及び第三項（これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。）の
規定による作成及び備置き並びに第五十四条第四項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による閲覧について民
間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十六年法律第百四十九号）の規定を適用す
る場合においては、同法中「主務省令」とあるのは、「都道府県又は指定都市の条例」とし、同法第九条の規定は、適用しない。 

 
（実施規定） 
第七十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令
又は都道府県若しくは指定都市の条例で定める。 

 
第六章 罰則 

第七十七条 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項の認定、第五十一条第二項の有効期間の更新、第五十八条第一項の
特例認定又は第六十三条第一項若しくは第二項の認定を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 
一 正当な理由がないのに、第四十二条の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者 
二 第五十条第一項の規定に違反して、認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に
用いた者 

三 第五十条第二項の規定に違反して、他の認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した  
者 

四 第六十二条において準用する第五十条第一項の規定に違反して、特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれの
ある文字をその名称又は商号中に用いた者 

五 第六十二条において準用する第五十条第二項の規定に違反して、他の特例認定特定非営利活動法人であると誤認されるおそ
れのある名称又は商号を使用した者 

六 正当な理由がないのに、第六十五条第四項の規定による命令に違反して当該命令に係る措置を採らなかった者 
七 正当な理由がないのに、第六十六条第一項の規定による停止命令に違反して引き続きその他の事業を行った者 
 
第七十九条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは
管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体
を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

 
第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過
料に処する。 
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一 第七条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。 
二 第十四条（第三十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、財産目録を備え置かず、又はこれに記載す
べき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 

三 第二十三条第一項若しくは第二十五条第六項（これらの規定を第五十二条第一項（第六十二条において準用する場合を含む。）
の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第五十三条第一項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規定に
違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

四 第二十八条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項（第六十二条（第六十三条第五項において準用する場合を含む。）及び
第六十三条第五項において準用する場合を含む。）又は第五十四条第二項及び第三項（これらの規定を第六十二条において準用
する場合を含む。）の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をした
とき。 

五 第二十五条第七項若しくは第二十九条（これらの規定を第五十二条第一項（第六十二条において準用する場合を含む。）の規
定により読み替えて適用する場合を含む。）、第四十九条第四項（第五十一条第五項、第六十二条（第六十三条第五項において
準用する場合を含む。）及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。）又は第五十二条第二項、第五十三条第四項若し
くは第五十五条第一項若しくは第二項（これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、書類の
提出を怠ったとき。 

六 第三十一条の三第二項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。 
七 第二十八条の二第一項、第三十一条の十第一項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公
告をしたとき。 

八 第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし
たとき。 

九 第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。 
十 第四十一条第一項又は第六十四条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの
項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

 
第八十一条 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 
 
別表（第二条関係） 

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
二 社会教育の推進を図る活動 
三 まちづくりの推進を図る活動 
四 観光の振興を図る活動 
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 
七 環境の保全を図る活動 
八 災害救援活動 
九 地域安全活動 
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 
十一 国際協力の活動 
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 
十三 子どもの健全育成を図る活動 
十四 情報化社会の発展を図る活動 
十五 科学技術の振興を図る活動 
十六 経済活動の活性化を図る活動 
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 
十八 消費者の保護を図る活動 
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 
 
   附 則（平成二三年六月二二日法律第七〇号） 抄 
（事業報告書等及び活動計算書に関する経過措置） 

第六条 新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する事業報告書
等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧特定非営利活動促進法第二十八条第一項に規定する事業報告書等及
び役員名簿等については、なお従前の例による。 

２ 当分の間、特定非営利活動法人は、新特定非営利活動促進法第二十八条第一項の規定にかかわらず、新特定非営利活動促進
法第二十七条第三号の活動計算書に代えて、旧特定非営利活動促進法第二十七条第三号の収支計算書を作成し、備え置くこと
ができる。 

３ 前項の規定により作成し、備え置くことができることとされる収支計算書は、新特定非営利活動促進法第二十七条第三号の
活動計算書とみなして、新特定非営利活動促進法の規定を適用する。 

４ 新特定非営利活動促進法第二十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書等について
適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧特定非営利活動促進法第二十九条第一項に規定する事業報告書等、役員名簿等
及び定款等については、なお従前の例による。 

 
   附 則（平成二八年六月七日法律第七〇号） 抄 
（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に
掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一  第七十二条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定公布の日 
二  第十四条の七第三項の改正規定、第二十八条の次に一条を加える改正規定及び第八十条第七号の改正規定並びに附則第四条
の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

 
（認証の申請に関する経過措置） 
第二条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法（以下「新法」という。）第十条第二項及び第三項（これらの規定を新法
第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」とい
う。）以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合について適用し、施行日前
にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法（以下「旧法」という。）第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第
三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。 

 
（事業報告書等に関する経過措置） 
第三条 新法第二十八条第一項及び第三十条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第二十八条第一項に規定する
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事業報告書等について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第二十八条第一項に規定する事業報告書等については、
なお従前の例による。 

 
（貸借対照表の公告に関する経過措置） 
第四条 新法第二十八条の二第一項の規定は、特定非営利活動法人（新法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。
以下同じ。）が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「第二号施行日」という。）以後に新法第二十
八条第一項の規定により作成する貸借対照表について適用する。 

２ 特定非営利活動法人が施行日前に旧法第二十八条第一項の規定により作成し、又は施行日から第二号施行日の前日までの間
に新法第二十八条第一項の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの（以下この項及び次項において「特
定貸借対照表」という。）については、当該特定非営利活動法人が第二号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新
法第二十八条の二第一項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併が
あった場合は、この限りでない。 

３ 前項の規定は、第二号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している特定非営利活動法人については、
適用しない。 

 
（認定、有効期間の更新又は仮認定の基準に関する経過措置） 
第五条 施行日前に旧法第四十四条第一項の認定の申請、旧法第五十一条第三項の有効期間の更新の申請、旧法第五十八条第一
項の仮認定の申請又は旧法第六十三条第一項の認定若しくは同条第二項の認定の申請をした者のこれらの申請に係る認定、有
効期間の更新又は仮認定の基準については、なお従前の例による。 

 
（役員報酬規程等に関する経過措置） 
第六条 新法第五十四条第二項及び第五十六条（これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定は、施行
日以後に開始する事業年度に係る同項第二号から第四号まで（新法第六十二条において準用する場合を含む。）に掲げる書類に
ついて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第五十四条第二項第二号から第四号まで（旧法第六十二条において準
用する場合を含む。）に掲げる書類については、なお従前の例による。 

 
（助成金の支給に係る書類に関する経過措置） 
第七条 新法第五十四条第三項及び第五十六条（これらの規定を新法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定は、施行
日以後に行われる助成金の支給に係る同項（新法第六十二条において準用する場合を含む。）の書類について適用し、施行日前
に行われた助成金の支給に係る旧法第五十四条第三項（旧法第六十二条において準用する場合を含む。）の書類については、な
お従前の例による。 

 
（海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置） 
第八条 この法律の施行の際現に旧法第四十四条第一項の認定又は旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動
法人（以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。）による施行日の属する事業年度以前における海外への送金
又は金銭の持出しに係る旧法第五十四条第四項（旧法第六十二条において準用する場合を含む。）の書類の作成、当該認定特定
非営利活動法人等の事務所における備置き及び閲覧並びに当該書類の所轄庁への提出並びに当該書類の所轄庁における閲覧又
は謄写については、なお従前の例による。 

２ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における認定特定非営利活動法人等の監督については、なお従前の
例による。 

 
（仮認定を受けている特定非営利活動法人に関する経過措置） 
第九条 この法律の施行の際現に旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人は、新法第五十八条第一項の
特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなす。この場合において、当該特例認定を受けた特定非営利活動法人とみなされる
特定非営利活動法人に係る特例認定の有効期間は、旧法第五十八条第一項の仮認定の有効期間の残存期間とする。 

 
（仮認定の申請に関する経過措置） 
第十条 施行日前に旧法第五十八条第一項の規定により所轄庁に対しされた仮認定の申請は、新法第五十八条第一項の規定によ
り所轄庁に対してされた特例認定の申請とみなす。 

 
（地方税法及び租税特別措置法の一部改正） 
第十一条 次に掲げる法律の規定中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に改める。 
一 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第四十五条の二第一項ただし書及び第三百十七条の二第一項ただし書 
二 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第四十一条の十八の二第一項及び第六十六条の十一の二第二項 
 
（処分等の効力） 
第十二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）
の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるも
のは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみ
なす。 

 
（罰則に関する経過措置） 
第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施
行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 
（国家戦略特別区域法の一部改正） 
第十四条 国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）の一部を次のように改正する。第二十四条の三中「公告する」を
「公告し、又はインターネットの利用により公表する」に、「二月間」を「一月間」に、「一月」を「二週間」に改める。 

 
（政令への委任） 
第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
 
（検討） 
第十六条 特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況、特定非営利活動（新法
第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。）を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基
づいて必要な措置が講ぜられるものとする 

 
附 則（令和二年一二月九日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 
 
（認証の申請に関する経過措置） 
第二条 この法律による改正後の特定非営利活動促進法（以下この条及び次条において「新法」という。）第十条第二項から第四
項まで（これらの規定を新法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施
行の日（以下この条及び次条において「施行日」という。）以後に新法第十条第一項、第二十五条第三項又は第三十四条第三項
の認証の申請があった場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の特定非営利活動促進法第十条第一項、第二十
五条第三項又は第三十四条第三項の認証の申請があった場合については、なお従前の例による。 

 
（書類の提出に関する経過措置） 
第三条 新法第五十五条第一項（新法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定は、新法第二条第三項に規定する認定特
定非営利活動法人又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人（以下この条において「認定特定非営利活動法人等」
という。）が施行日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に
開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。 

 
（罰則に関する経過措置） 
第四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行
後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 
（政令への委任） 
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
 
（情報通信技術の利用のための措置） 
第八条 政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営利活動促進法に基づく事務又は業務に係る関係者の利便性の向上並びに
行政運営の簡素化及び効率化を図るため、当該事務又は業務について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技
術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。 
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特定非営利活動促進法施行条例（平成十年十月二十二日宮城県条例第三十四号） 

 
 
 
 （趣旨） 
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号。以下「法」という。）第二章、第三章及び第五章の規定の
施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 
 （設立の認証申請） 
第二条 法第十条第一項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申
請書を知事に提出しなければならない。 

２ 法第十条第一項第二号ハの規定により条例で定める各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。 
一 当該役員が住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項
に規定する住民票の写し 

二 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書 
３ 前項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものでなければならない。 
４ 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第十条第一項第二号ハに掲げる書類を第一項の申
請書に添付することを要しない。 
一 知事が住民基本台帳法第三十条の十一第一項の規定により地方公共団体情報システム機構から当該役員に係る機構保存本
人確認情報（同法第七条第八号の二に規定する個人番号（以下「個人番号」という。）及び同条第十三号に規定する住民票コ
ード（以下「住民票コード」という。）を除く。）の提供を受けるとき。 

二 知事が住民基本台帳法第三十条の十五第一項の規定により、当該役員に係る都道府県知事保存本人確認情報（個人番号及び  
住民票コードを除く。）を利用するとき。 

 
 （認証申請に係る書類等の縦覧） 
第三条 法第十条第二項（法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。）の規定による縦覧は、規
則で定める場所において行うものとする。 

２ 知事は、法第十条第一項の認証の申請があった場合には、規則で定めるところにより、同条第二項に規定する書類の写しを
公衆の縦覧に供するものとする。 

 
 （軽微な不備の補正） 
第四条 法第十条第四項（法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）
に規定する条例で定める軽微な不備は、法第十条第四項に規定する申請書及び当該申請書に添付された書類の内容の同一性に影
響を与えないものであって規則で定めるものとする。 

 
 （社員総会の議事録） 
第五条 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）をもって作成しなければならない。 

２ 法第十四条の九第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合には、当該社員総会の議事録は、次に掲
げる事項を内容とするものでなければならない。 
一 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容 
二 前号の事項の内容を提案した者の氏名又は名称 
三 社員総会の決議があったものとみなされた日 
四 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 
 

 （定款の変更の認証申請等） 
第六条 法第二十五条第三項の規定により定款の変更の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところによ
り、申請書を知事に提出しなければならない。 

２ 第三条第二項の規定は、法第二十五条第三項の認証の申請があった場合について準用する。 
 
 （定款の変更の届出） 
第七条 法第二十五条第六項の規定により定款の変更の届出をしようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、
届出書を知事に提出しなければならない。 

 
 （事業報告書等の提出） 
第八条 法第二十九条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。 
 
 （事業報告書等の公開） 
第九条 法第三十条の規定による閲覧又は謄写は、規則で定める場所において行うものとする。 
２ 知事は、規則で定めるところにより、法第三十条の閲覧に係る書類の写しを公衆の閲覧に供するものとする。 
 
 （成功の不能による解散の認定の申請） 
第十条 法第三十一条第二項の規定により解散の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申
請書を知事に提出しなければならない。 

 
 （残余財産の譲渡の認証申請） 
第十一条  法第三十二条第二項の規定により残余財産の譲渡の認証を受けようとする清算人は、規則で定めるところにより、申
請書を知事に提出しなければならない。 

 
 （合併の認証申請等） 
第十二条 法第三十四条第三項の規定により合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、
申請書を知事に提出しなければならない。 

２ 第二条第二項から第四項までの規定は前項の申請書に添付する書類について、第三条第二項の規定は法第三十四条第三項の
認証の申請があった場合について準用する。 

 
 （認定の申請） 
第十三条 法第四十四条第一項の規定により認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申請書
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を知事に提出しなければならない。 
 
 （認定の有効期間の更新） 
第十四条 法第五十一条第二項の規定により法第四十四条第一項の認定の有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動
法人は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。 

 
 （知事が所轄庁でない認定特定非営利活動法人による定款の変更の届出等） 
第十五条 第七条及び第八条の規定は、県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人のうち知事が所轄庁（法第九条
に規定する所轄庁をいう。）でないものが法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第六項又は法第
二十九条の規定による届出又は提出を知事にする場合について準用する。 

 
 （知事が所轄庁でない認定特定非営利活動法人による議事録の謄本等の提出） 
第十六条 法第五十二条第二項の規定により社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を提出しようとする特定非営利活動法人
は、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出しなければならない。 

 
 （役員報酬規程等の提出） 
第十七条 法第五十五条第一項の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの三月以内に行わなけ
ればならない。 

 
 （助成金の支給に関する書類の提出） 
第十八条 法第五十五条第二項の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、助成金の支給を行った後遅滞なく行わ
なければならない。 

 
 （認定特定非営利活動法人による役員報酬規程等の公開） 
第十九条 法第五十六条の規定による閲覧又は謄写は、規則で定める場所において行うものとする。 
２ 知事は、規則で定めるところにより、法第五十六条の閲覧に係る書類の写しを公衆の閲覧に供するものとする。 
 
 （特例認定の申請） 
第二十条 法第五十八条第一項の規定により特例認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申
請書を知事に提出しなければならない。 

 
 （認定に係る規定の特例認定への準用） 
第二十一条 第十五条から第十九条までの規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。 
 
 （合併による認定又は特例認定の承継） 
第二十二条 法第六十三条第一項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は同条第二項の認定を受けようとする特例
認定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。 

 
 （情報通信の技術を利用する方法による手続等） 
第二十三条 法第七十四条の規定により適用される行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第
百五十一号）第三条から第六条までに規定する条例で定める事項については、規則で定める。 

 
 （電磁的記録による保存） 
第二十四条 法第七十五条の規定により読み替えて適用される民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用
に関する法律（平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。）第三条第一項の条例で定める保存は、法第十四条
（法第三十九条第二項において準用する場合を含む。）、法第二十八条第一項及び第二項、法第三十五条第一項、法第五十四条
第一項（法第六十二条（法第六十三条第五項において準用する場合を含む。）及び法第六十三条第五項において準用する場合を
含む。）並びに法第五十四条第二項及び第三項（これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による書
面（電子文書法第二条第三号に規定する書面をいう。以下同じ。）の備置きとする。 

２ 特定非営利活動法人が前項に規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録（電子文書法第二条第四号に規定す
る電磁的記録をいう。以下同じ。）の備置きを行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。 

 
 （電磁的記録による作成） 
第二十五条 法第七十五条の規定により読み替えて適用される電子文書法第四条第一項の条例で定める作成は、法第十四条（法
第三十九条第二項において準用する場合を含む。）、法第二十八条第一項、法第三十五条第一項並びに法第五十四条第二項及び
第三項（これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。）の規定による書面の作成とする。 

２ 特定非営利活動法人が第五条及び前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則
で定める方法により行わなければならない。 

 
 （電磁的記録による縦覧等） 
第二十六条 法第七十五条の規定により読み替えて適用される電子文書法第五条第一項の条例で定める縦覧等は、法第二十八条
第三項、法第四十五条第一項第五号（法第五十一条第五項及び法第六十三条第五項において準用する場合を含む。）、法第五十
二条第四項及び第五項（これらの規定を法第六十二条において準用する場合を含む。）並びに法第五十四条第四項（法第六十二
条において準用する場合を含む。）の規定による書面の閲覧とする。 

２ 特定非営利活動法人が前項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を
記載した書類の閲覧を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。 

 
 （委任） 
第二十七条 この条例に定めるもののほか、法第二章、第三章及び第五章の規定並びにこの条例の施行に関し必要な事項は、規
則で定める。 

 
 
   附 則 
この条例は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 

 
   附 則(平成十二年条例第百二十九号) 
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。 
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   附 則(平成十五年条例第三十二号) 
１（施行期日） 
 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含
む。)についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第五条の規定の適用については、同条中「毎事業
年度」とあるのは、「毎年」とする。 

 
   附 則(平成十七年条例第四十九号) 

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 
 
   附 則(平成十九年条例第二十七号) 

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。 
 
   附 則(平成二十年条例第五十七号) 
（施行期日） 

１ この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。 
 
   附 則(平成二十年条例第七十八号) 
この条例は、公布の日から施行する。 
 

   附 則(平成二十四年条例第二十六号) 

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定は、同年七月九日から施行する。 
 
附 則(平成二十七年条例第六十七号) 

この条例は、平成二十七年十月五日から施行する。 
 
    附 則(平成二十七年条例第九十六号) 
（施行期日） 

１ この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の特定非営利活動促進法施行条例の規定の適用については、当分の間、同条例第二条第四項第一号中「（以下「個人番
号」という。）及び同条第十三号に規定する住民票コード（以下「住民票コード」という。）」とあるのは「（以下「個人番号」
という。）」と、同項第二号中「個人番号及び住民票コード」とあるのは「個人番号」とする。 

 
    附 則（平成二十八年条例第七十号） 
 （施行期日） 
１ この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成二十八年法律第七十号。以下「改正法」という。）の施行の
日から施行する。 

 （経過措置） 
２ この条例の施行の際現に改正法による改正前の特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号。以下「旧法」という。）第四十
四条第一項の認定又は旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人による条例の施行の日の属する事業年
度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第五十四条第四項（旧法第六十二条において準用する場合を含む。）
の書類の提出並びに備置き及び作成については、なお従前の例による。 

 
附 則(令和元年条例第六六号) 

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図る
ための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日か
ら施行する。 

 
附 則(令和三年条例第一九号) 

この条例は、令和三年六月九日から施行する。 
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特定非営利活動促進法施行細則（平成十年十月三十日宮城県規則第七十一号） 

 
 
 
（趣旨） 

第一条 この規則は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号。以下「法」という。）第二章、第三章及び第五章の規定並
びに特定非営利活動促進法施行条例（平成十年宮城県条例第三十四号。以下「条例」という。）の規定の施行に関し必要な事
項を定めるものとする。 

 
 （設立の認証申請） 
第二条 条例第二条第一項の申請書は、様式第一号によるものとする。 
２ 条例第二条第二項第二号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければなら
ない。 

３ 第一項の申請書に添付する書類のうち、法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるものには、
それぞれ副本一通を添えるものとする。 

 
 （認証申請に係る書類等の縦覧） 
第三条 条例第三条第一項の規則で定める場所は、環境生活部共同参画社会推進課とする。 
２ 条例第三条第二項の規定による縦覧は、各地方振興事務所（宮城県仙台地方振興事務所を除く。以下同じ。）及びその支所
（宮城県気仙沼地方振興事務所南三陸支所を除く。以下同じ。）並びに宮城県民間非営利活動プラザにおいて行うものとする。 
３ 条例第三条第二項の規定による縦覧は、法第十条第二項の規定による縦覧とともに終了する。 
 
 （軽微な不備） 
第四条 条例第四条に規定する軽微な不備は、誤記、記載漏れその他これらに類する明白な誤りに係るものとする。 
 
 （軽微な不備の補正） 
第五条 法第十条第四項の規定による補正は、様式第二号による補正書を知事に提出してするものとする。 
２ 前項の補正書には、補正後の条例第二条第一項に規定する申請書又は法第十条第一項各号に掲げる書類を添えるものとする。 
３ 前項の規定により第一項の補正書に添付する書類のうち、法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に
掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。 

 
  （設立登記の届出） 
第六条 法第十三条第二項の規定による届出は、様式第三号による届出書を知事に提出してするものとする。 
２ 前項の届出書に添付する登記事項証明書にはその写し一通を、財産目録にはその副本一通を、それぞれ添えるものとする。 
３ 第一項の届出書には、法第十条第一項の規定による設立の認証に係る定款を添付しなければならない。  
 
 （役員の変更等の届出） 
第七条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第四号による届出書を知事に提出してするものとする。 
２ 前項の届出書に添付する役員名簿には、副本一通を添えるものとする。  
３ 第一項の規定にかかわらず、法第二十三条第二項の規定の適用がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、
法第十条第一項第二号ハに掲げる書類を提出することを要しない。 
一 知事が住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の十一第一項の規定により地方公共団体情報システム機構
から当該役員に係る本人確認情報（同法第七条第八号の二に規定する個人番号（以下「個人番号」という。）及び同条第十三
号に規定する住民票コード（以下「住民票コード」という。）を除く。）の提供を受けるとき。 

二 知事が住民基本台帳法第三十条の十五第一項の規定により、当該役員に係る都道府県知事保存本人確認情報（個人番号及び
住民票コードを除く。）を利用するとき。 

 
 （定款の変更の認証申請等） 
第八条 条例第六条第一項の申請書は、様式第五号によるものとする。 
２ 前項の申請書に添付する書類のうち、法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款並びに当該変更の日の属する
事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号
イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。 

３ 第三条第二項及び第三項の規定は、条例第六条第二項において準用する条例第三条第二項の規定による縦覧について、第四
条及び第五条の規定は、法第二十五条第五項において準用する法第十条第四項の規定による補正について準用する。この場合
において、第五条条第一項中「第十条第四項」とあるのは「第二十五条第五項において準用する法第十条第四項」と、同条第
二項中「第二条第一項」とあるのは「第六条第一項」と、「第十条第一項各号に掲げる書類」とあるのは「第二十五条第四項
の規定により知事に提出する社員総会の議事録の謄本、変更後の定款又は当該定款の変更の日の属する事業年度若しくは翌事
業年度の事業計画書若しくは活動予算書又は法第二十六条の規定により知事に提出する法第十条第一項第二号イに掲げる書類
及び事業報告書等」と、同条第三項中「第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるもの」とあるの
は「第二十五条第四項の規定により知事に提出する変更後の定款並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度
の事業計画及び活動予算書並びに法第二十六条第二項の規定により知事に提出する法第十条第一項第二号イに掲げる書類及び
事業報告書等」と読み替えるものとする。 

 
 （変更の認証後の定款の提出） 
第九条 特定非営利活動法人は、法第二十五条第三項の規定による定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく、当該変更の認証に
係る変更後の定款を提出しなければならない。 

 
 （定款の変更の届出） 
第十条 条例第七条の届出書は、様式第六号によるものとする。 
２ 前項の届出書に添付する書類のうち変更後の定款には、副本一通を添えるものとする。 
 
 （定款の変更の登記に係る届出） 
第十一条 法第二十五条第七項の規定による提出は、様式第七号による届出書を知事に提出してするものとする。 
２ 前項の届出書に添付する登記事項証明書には、その写し一通を添えるものとする。 
 
 （事業報告書等の提出） 
第十二条 法第二十九条の規定により提出する書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。 
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 （事業報告書等の閲覧等） 
第十三条 条例第九条第一項の規則で定める場所は、環境生活部共同参画社会推進課とする。 
２ 条例第九条第二項の規定による閲覧は、各地方振興事務所及びその支所並びに宮城県民間非営利活動プラザにおいて行うも
のとする。 

 
 （成功の不能による解散の認定の申請） 
第十四条 条例第十条の申請書は、様式第八号によるものとする。 
 
 （解散の届出等） 
第十五条 法第三十一条第四項の規定による届出は、様式第九号による届出書を知事に提出してするものとする。 
２ 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えるものとする。 
 
 （清算中の清算人の届出） 
第十六条 法第三十一条の八の規定による届出は、様式第十号による届出書を知事に提出してするものとする。 
２ 前項の届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えるものとする。 
 
 （残余財産の譲渡の認証申請） 
第十七条 条例第十一条の申請書は、様式第十一号によるものとする。 
 
 （清算結了の届出） 
第十八条 法第三十二条の三の規定による届出は、様式第十二号による届出書を知事に提出してするものとする。 
２ 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えるものとする。 
 
 （合併の認証申請等） 
第十九条 条例第十二条第一項の申請書は、様式第十三号によるものとする。 
２ 第二条第二項及び第三項の規定は前項の申請書に添付する書類について、第三条第二項及び第三項の規定は条例第十二条第
二項において準用する条例第三条第二項の規定による縦覧について、第四条及び第五条の規定は法第三十四条第五項において
準用する法第十条第四項の規定による補正について準用する。この場合において、第五条第一項中「第十条第四項」とあるの
は、「第三十四条第五項において準用する法第十条第四項」と、同条第二項中「第二条第一項」とあるのは「第十二条第一項」
と、「第十条第一項各号に掲げる書類」とあるのは「第十条第一項各号（第六号を除く。）に掲げる書類及び法第三十四条第
四項に規定する社員総会の議事録」と読み替えるものとする。 

 
 （合併の場合の財産目録等の備置き等） 
第二十条 法第三十五条第一項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消
滅する各特定非営利活動法人（合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非
営利活動法人）について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それ
ぞれの事務所に備え置かなければならない。 

 
 （合併登記の届出） 
第二十一条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の規定による届出は、様式第十四号による届出書を知事に
提出してするものとする。 
２ 前項の届出書に添付する登記事項証明書にはその写し一通を、財産目録には副本一通を、それぞれ添えるものとする。  
３ 第一項の届出書には、法第三十四条第三項の規定による合併の認証に係る定款を添付しなければならない。  
 
 （検査の際の身分証明書） 
第二十二条 法第四十一条第三項（法第六十四条第七項において準用する場合を含む。）の証明書は、様式第十五号によるもの
とする。 

 
 （認定の申請） 
第二十三条 条例第十三条の申請書は、様式第十六号によるものとする。 
２ 前項の申請書に添付する書類のうち、法第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添える
ものとする。 
 
 （認定の有効期間の更新） 
第二十四条 条例第十四条の申請書は、様式第十七号によるものとする。 
 
 （知事が所轄庁でない認定特定非営利活動法人による定款の変更の届出等） 
第二十五条 第七条、第十条及び第十一条の規定は、条例第十五条に規定する認定特定非営利活動法人が、法第五十二条第一項
の規定により読み替えて適用される法第二十三条並びに法第二十五条第六項及び第七項の規定による届出又は提出を知事にす
る場合に適用する。 

２ 前項の規定により届出又は提出をする場合には、第七条第二項、第十条第二項及び第十一条第二項の規定にかかわらず、こ
れらの規定に規定する副本又は写しの添付を要しない。 

 
 （知事が所轄庁でない認定特定非営利活動法人による議事録の謄本等の提出） 
第二十六条 条例第十六条の届出書は、様式第十八号とする。 
 
 （代表者の氏名の変更の届出） 
第二十七条 法第五十三条第一項の規定による届出は、様式第十九号による届出書を知事に提出してするものとする。 
 
 （役員報酬規程等の提出） 
第二十八条 法第五十五条第一項の規定による書類の提出は、様式第二十号による届出書を知事に提出してするものとする。 
２ 前項の届出書には、当該書類の副本を添えるものとする。 
３ 条例第十五条に規定する認定特定非営利活動法人が、第一項の届出書を提出する場合には、前項の規定にかかわらず、副本 
の添付を要しない。 

 
 （助成金の支給に関する書類の提出） 
第二十九条 法第五十五条第二項の規定による書類の提出は、様式第二十一号による届出書を知事に提出してするものとする。 
２ 前項の届出書には、法第五十四条第三項の書類の副本を添えるものとする。 
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３ 前条第三項の規定は、第一項の届出書を提出する場合に準用する。 
 
 （役員報酬規程等の閲覧等） 
第三十条 条例第十九条第一項の規則で定める場所は、環境生活部共同参画社会推進課とする。 
２ 条例第十九条第二項の規定による閲覧は、各地方振興事務所及びその支所並びに宮城県民間非営利活動プラザにおいて行う
ものとする。 

 
 （特例認定の申請） 
第三十一条 条例第二十条の申請書は、様式第二十二号によるものとする。 
２ 第二十三条第二項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。 
 
  （認定に係る規定の特例認定への準用） 
第三十二条 第二十五条から第三十条までの規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。 
 
 （合併による認定又は特例認定の承継） 
第三十三条 条例第二十二条の申請書は、様式第二十三号によるものとする。 
 
 （電磁的記録による備置きの方法） 
第三十四条 条例第二十四条第二項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。 
一 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディ
ー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）
をもって調製するファイルにより備え置く方法 

二 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってできた電磁的記録を特定非
営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く
方法 

２ 特定非営利活動法人が、前項の規定による電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出
力することにより、直ちに明りょうかつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成すること
ができなければならない。 

 
 （電磁的記録による作成の方法） 
第三十五条 条例第二十五条第二項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。 

 
 （電磁的記録による閲覧の方法） 
第三十六条 条例第二十六条第二項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に
備え置く電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法とする。 

 
 （雑則） 
第三十七条 法、条例及びこの規則の規定により知事に対して提出する書類は、日本工業規格Ａ列四番とする。ただし、官公署
が発給した文書については、この限りでない。 

 
附 則 

この規則は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 
 
様式第１号～第２４号（略） 
 

附 則(平成一一年規則第四二号) 
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 
 

附 則(平成一二年規則第四八号) 
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 
 

附 則(平成一二年規則第二一〇号) 
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 
 

附 則(平成一三年規則第三八号) 
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 
 

附 則(平成一四年規則第五〇号) 
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 
 

附 則(平成一五年規則第三七号) 
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。 
 

附 則(平成一六年規則第四九号) 
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 
 

附 則(平成一六年規則第一一六号) 
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。 
 

附 則(平成一七年規則第二七号) 
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。 
 

附 則(平成一九年規則第四三号) 
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 
 

附 則(平成二〇年規則第四七号) 
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 
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附 則(平成二〇年規則第九六号) 
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。 
 

附 則(平成二一年規則第四六号) 
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 
 

附 則(平成二四年規則第三七号) 
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 
 

附 則(平成二七年規則第九一号) 
この規則は、公布の日から施行する。 
 

附 則(平成二七年規則第百三十一号) 
  （施行期日） 
１ この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の特定非営利活動促進法施行細則の規定の適用については、当分の間、同規則第七条第三項第一号中「（以下「個人
番号」という。）及び同条第十三号に規定する住民票コード（以下「住民票コード」という。）」とあるのは「（以下「個人番号」
という。）」と、同項第二号中「個人番号及び住民票コード」とあるのは「個人番号」とする。 

 
附 則(平成二八年規則第百十八号) 

  （施行期日） 
１ この規則は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成二十八年法律第七十号。以下「改正法」という。）の施行
の日から施行する。 

 （経過措置） 
２ この規則の施行の際現に改正法による改正前の特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号。以下「旧法」という。）第四
十四条第一項の認定又は旧法第五十八条第一項の仮認定を受けている特定非営利活動法人によるこの規則の施行の日の属す
る事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第五十四条第四項（旧法第六十二条において準用する場合
を含む。）の書類の提出については、なお従前の例による。 

 
附 則(平成二九年規則第一〇号) 

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 
 

附 則(平成二九年規則第五三号) 
この規則は、平成二十九年十月十日から施行する。 
 

附 則(令和三年規則第二六号) 
（施行期日） 

１ この規則は、令和三年六月九日から施行する。ただし、様式第一号の改正規定、様式第二号の改正規定(「第 10条第 3項」
を「第 10条第 4項」に改める部分を除く。)、様式第三号から様式第十九号までの改正規定、様式第二十号の改正規定(「((印))」
を削り、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)及び様式第二十一号から様式第二十三号までの改正規定
は、公布の日から施行する。 
（経過措置) 

２ 改正前の特定非営利活動促進法施行細則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正
後の特定非営利活動促進法施行細則の規定によるものとみなす。 
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組合等登記令（昭和三十九年三月二十三日政令第二十九号） 

 
 
 
（適用範囲） 
第一条 別表の名称の欄に掲げる法人（以下「組合等」という。）の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほ
か、この政令の定めるところによる。 

 
（設立の登記） 
第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終
了した日から二週間以内にしなければならない。 

２ 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 
一 目的及び業務 
二 名称 
三 事務所の所在場所 
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項 
 
（変更の登記） 
第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地におい
て、変更の登記をしなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在によ
り、当該末日から四週間以内にすれば足りる。 

３ 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足り
る。 

 
（他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記） 
第四条 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登
記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 

 
（職務執行停止の仮処分等の登記） 
第五条 組合等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令
を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。 

 
（代理人の登記） 
第六条 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上
又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二
週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければなら
ない。 

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を
有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地にお
いて、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。 

３ 前二項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、二週間以内に、その
登記をしなければならない。 

 
（解散の登記） 
第七条 組合等が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び第八条第二項に規定する承継があつたことによる解散の場合
を除き、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 

 
（継続の登記） 
第七条の二 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により継続することができるものが、継続したときは、二週
間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。 

 
（合併等の登記） 
第八条 組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務所の
所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合等については変更の登記をし、
合併により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。 

２ 前項の規定は、組合等が承継（組合等を会員とする他の組合等（以下この項において「連合会」という。）において、会員が
一人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により当該連合会の権利義務を承継することを
いう。第十四条第二項において同じ。）をする場合について準用する。 

 
（分割の登記） 
第八条の二 組合等が分割をするときは、分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から二週間以内に、その主たる事務
所の所在地において、分割をする組合等及び当該組合等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該組合等から
承継する他の組合等（第二十一条の二において「吸収分割承継組合等」という。）については変更の登記をし、分割により設立
する組合等については設立の登記をしなければならない。 

 
（移行等の登記） 
第九条 組合等が種類を異にする組合等となるときは、定款又は寄附行為の変更の認可その他必要な手続が終了した日から二週
間以内に、その主たる事務所の所在地において、新たに登記すべきこととなつた事項を登記し、登記を要しないこととなつた
事項の登記を抹消しなければならない。 

 
（清算結了の登記） 
第十条 組合等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登
記をしなければならない。 

 
第十一条から第十三条まで 削除 
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（登記の嘱託） 
第十四条 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組合等の主た
る事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 

一 組合等の設立の無効の訴え 
二 組合等の出資一口の金額の減少の無効の訴え 
三 組合等の創立総会、総会、総代会、会員総会、議員総会又は常議員会の決議した事項についての登記があつた場合における
これらの決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え 

２ 組合等の合併（承継を含む。以下この項及び第二十条において同じ。）の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場
合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等
については変更の登記を嘱託し、合併により消滅する組合等については回復の登記を嘱託し、合併により設立する組合等につ
いては解散の登記を嘱託しなければならない。 

３ 官庁が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により組合等に対し事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を公告した場合
において、当該組合等が当該届出をしないことにより当該法律の規定により解散したものとみなされたときは、当該官庁は、
遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。 

４ 官庁は、組合等を代表する者の解任又は組合等の解散を命ずる処分をしたときは、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を
管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 

 
（登記簿） 
第十五条 登記所に、組合等登記簿を備える。 
 
（設立の登記の申請） 
第十六条 設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。 
２ 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。 
３ 第二条第二項第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければ
ならない。 

 
（変更の登記の申請） 
第十七条 第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。 

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、債権者に対し異議があれば異
議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるものの出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書
には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保
を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減
少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、同
項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告（公告の方法のうち、電磁的方法（会
社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。）により不特定多数の者が公告すべき内容
である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。）によつて
することができる旨の規定があるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催
告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 

 
（代理人の登記の申請） 
第十八条 第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。 
２ 第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。 
３ 第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代
理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。 

 
（解散の登記の申請） 
第十九条 第七条の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 
 
（継続の登記の申請） 
第十九条の二 継続の登記の申請書には、組合等が継続したことを証する書面を添付しなければならない。 
 
（合併による変更の登記の申請） 
第二十条 合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等（当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があ
るものを除く。）の登記事項証明書を添付しなければならない。 

２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べる
べき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異
議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受け
させることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
を添付しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、同項の公告を
官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができるものがこれらの方法
による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法に
よる公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 

 
（合併による設立の登記の申請） 
第二十一条 合併による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項並びに前条に規定する書面を添付しなければなら
ない。 

 
（分割による変更の登記の申請） 
第二十一条の二 吸収分割承継組合等がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 
一 分割をする組合等（当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。）の登記事項証明書 
二 債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債
権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信
託したこと又は分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 

 
（分割による設立の登記の申請） 
第二十一条の三 分割による設立の登記の申請書には、第十六条第二項及び第三項に規定する書面並びに前条各号に掲げる書面
を添付しなければならない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により分割をする場合には、前条第二号の
公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができるものがこれら
の方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同号の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの
方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 

 
（移行等の登記の申請） 
第二十二条 第九条の登記の申請書には、同条に規定する手続がされたことを証する書面を添付しなければならない。 
 
（清算結了の登記の申請） 
第二十三条 清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添付しなければならない。 
 
（登記の期間の計算） 
第二十四条 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。 
 
（商業登記法の準用） 
第二十五条 商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条か
ら第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条（第十五号を除く。）、第二十五条から第二十七条まで、
第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第百三十二条から第百三十七条
まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は組合等の登記について、同法第七十九条、第八十二条及び第八十三条の
規定は組合等の登記（第二十八条第六項の登記を除く。）について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二十五条中
「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは
「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合
併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継（以下「承継」という。）による」と、「合併を」とあるのは「合併又は
承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあ
るのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収
合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。 

 
 
第二十六条から第三十二条まで 略 
 
 

附 則 （平成二十三年十月十四日政令第三百十九）抄  
（施行期日） 

第一条  この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。  
（組合等登記令の一部改正に伴う経過措置） 

第三条  この政令の施行の際現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、この政令の施行の日から六月
以内に、当該定めに関する事項の登記をしなければならない。  

２  前項の特定非営利活動法人は、同項に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項に
定める事項の登記をしなければならない。  

３  第一項に定める事項の登記をするまでに同項に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、
変更前の事項の登記をしなければならない。  
 
 附 則（平成二十八年政令第三百四十九号）抄 
（施行期日） 

１ この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 
 （組合等登記令の一部改正に伴う経過措置） 
２ 第二条の規定による改正後の組合等登記令第三条第三項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度末日現在
によりする資産の総額の変更の登記については、なお従前の例による。 
 

附 則（平成三十年政令第二百七十号）抄 
（施行期日） 

１ この政令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成二十八年法律第七十号）附則第一条第二号に掲げる規定の
施行の日（平成三十年十月一日）から施行する。 
（罰則に関する経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
 

附 則（令和二年一一月二十日政令第三百二十七号） 
この政令は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第七十号）の施行の日（令和三年三月一日）から施行する。ただし、

第二条から第四条までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる
規定の施行の日（同年二月十五日）から施行する。 
 
 
別表（第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係） 

名称 根拠法 登記事項 

特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号） 
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、
その定め 
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宮城県における「特定非営利活動促進法の運用方針」 

の制定について 

 

平成１９年３月３１日 

宮城県環境生活部ＮＰＯ活動促進室 

（制定の趣旨） 

平成１０年に特定非営利活動促進法（以下「ＮＰＯ法」という。）が施行され、簡易かつ迅速な手

続で法人格を取得することができるようになった。宮城県においても、特定非営利活動法人（以下「Ｎ

ＰＯ法人」という。）の設立認証数は年々増加し、各法人は様々な分野で多様な活動を展開し、新た

な公益の担い手として期待が高まっている。 

しかし、ＮＰＯ法人の増加に伴い、ＮＰＯ法人が関与した不祥事も散見されるようになり、本来、

市民に評価されるべき公益活動を行っている他のＮＰＯ法人へも悪影響を及ぼしかねない状況である。

また、平成１７年度に宮城県監査委員が実施した「社会福祉法人等の設立及び指導監督に関する事務

に係る行政監査」においても、ＮＰＯ法人に対する県の厳格な対応を求めている。 

このような状況を受け、今回、ＮＰＯ法人の健全な発展に資するため、ＮＰＯ法の法定要件である

「主たる目的性」及び「非営利性」に関する運用上の判断基準を、認証時に適用する「認証基準」と

法人運営時に適用する「監督基準」として明確化した運用方針及びＮＰＯ法人の説明責任の履行と市

民による選択・監視機能の一層の充実を図るため、ＮＰＯ法人自らが市民に対して説明を行うよう求

める「市民への説明要請」を、認証時及び監督時において行うための運用方針を内容とする「宮城県

における特定非営利活動促進法の運用方針」を制定するものである。 

なお、本方針の運用に関して、宮城県民間非営利活動促進委員会から、「ＮＰＯ法人の健全な発展

に資するという目的に即し、ＮＰＯ法人の多様性等に十分配慮して行うこと」との意見があった。宮

城県としては、この意見を踏まえ、【運用上の留意事項】として附記するとともに、本方針の運用状

況を同委員会へ情報提供する等透明性の確保に努めるものである。 

 

法定要件適合性の一層の明確化 

「特定非営利活動を行うことを主たる目的」（法第２条第２項）とすること、「営利を目的としな

いものであること」（法第２条第２項第１号）という法定の認証要件に関し、最低限満たす必要のあ

る基準を明確にし、より一層透明性を確保するため、以下の事項を運用上の判断基準とする。ただし、

その判断にあたっては、収支規模だけでなく事業の実施回数や従事者の人数、期間など、その活動全

般を見るといった総合的な視点で行うこととする。 

また、ＮＰＯ法人は、設立後においても当然に認証基準を満たしている必要がある。ただし、法第

４１条第１項に基づく報告徴収・立入検査（以下「報告徴収等」という。）の対象となり得る監督関

係の運用上の判断基準については、一時的な要因や特殊事情から、認証基準を満たさない事業年度が

やむなく生じる場合も考慮することとする。 

【運用上の留意事項】 

 この方針は、認証時及び法人運営時において新たな基準を設定するものではなく、これまで宮城県

がＮＰＯ法に基づく判断の基準としていた内容を明確にするものである。 
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また、この方針はＮＰＯ法の法定要件である「主たる目的性」及び「非営利性」を収支予算書及び

収支計算書において明確にする上での一例であり、収支予算書や収支計算書が本例のとおりなってい

ない場合でも、他の書類等で法定要件の充足が認められる場合には、それらの書類等も勘案し、総合

的に判断するものである。そのため、「その活動全般を見るといった総合的な視点で行う」、「やむ

なく生じる場合も考慮する」と言及しているものであり、各基準の判断に適用させようとするもので

ある。 

なお、「認証基準」と「報告徴収等の対象となり得る監督基準」とで基準が異なっているが、これ

は、ＮＰＯ法人の場合、計画と実績のかい離が想定されるため、それを考慮して設定しているもので

ある。しかし、各ＮＰＯ法人においては、この基準をもって十分とするのではなく、「主たる目的性」

及び「非営利性」を充足するよう努めるとともに、さらに、その成果を積極的に市民に提供すること

により、各ＮＰＯ法人の信頼性はもとより、ＮＰＯ法人全体の信頼性の確保に努められるよう期待す

るものである。 

 

１ 定款記載事項 

認 証 基 準 

 法人の目的、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業その他当該法人が行う事業の

内容が、定款上それぞれ具体的かつ明確に記載されていること。 

【説明】 

定款は法人の根本規則を定めたものであり、対内的にも、対外的にも、設立認証審査においても最

も重要な文書である。ＮＰＯ法では、法第１１条第１項に「目的」（同項第１号）「その行う特定非

営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類」（同項第３号）、「その他の事業を行う

場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項」（同項第１１号）等を記載しなければな

らないとされている。 

特に法人の目的、行う事業等については、特定非営利活動を行うことを主たる目的とした法人であ

ること等を判断する上で、重要な事項であり、定款に具体的かつ明確に規定されていることが必要で

ある。 

【運用上の留意事項】 

本基準の運用にあたっては、「○○字以上記載されていること」という形式的な判断はせず、特定

非営利活動を行うことを主たる目的とする団体等であることが読み取れる程度の記載かどうかとの観

点から判断するものである。 

但し、定款に記載された目的や事業が抽象的で一切具体性がない場合又は定款に記載された目的や

事業が収支予算書や事業計画書との間に齟齬を生じ、何を行う法人なのか判断できない場合等には訂

正を求めるものである。 
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２ 特定非営利活動に係る事業 

認 証 基 準 報告徴収等の対象となり得る監督基準 

特定非営利活動に係る事業の支出規模は、設立

当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書にお

いてともに総支出額の２分の１以上であること。 

特定非営利活動に係る事業の支出規模が、２

事業年度の収支計算書において連続して総支出

額の３分の１以下である場合。 

【説明】 

ＮＰＯ法人は、特定非営利活動を行うことを「主たる目的」（法第２条第２項柱書）とした法人で

あり、全体の事業活動に占める特定非営利活動に係る事業の割合は過半であることが求められている。  

その一方で、ＮＰＯ法人は「特定非営利活動に係る事業以外の事業（以下「その他の事業」という。）」

を行うことが認められている。しかし、それは、あくまでも特定非営利活動に係る事業に「支障がな

い限り」（法第５条第１項）行うことが認められたものである。したがって、その他の事業の規模が

過大となり、特定非営利活動に係る事業の実施に必要な財産、資金、要員、施設等を圧迫してはなら

ず、少なくともその他の事業の支出規模（事業費及び管理費）は、総支出額（事業費及び管理費の総

計）の２分の１以下であることが必要である。  

 

３ その他の事業 

（１）経営 

認 証 基 準 報告徴収等の対象となり得る監督基準 

その他の事業の収支予算書において、設立当初

の事業年度及び翌事業年度ともに赤字計上されて

いないこと。  

その他の事業の収支計算書において、２事業

年度連続して赤字計上されている場合。 

 

【説明】 

ＮＰＯ法人は、特定非営利活動を行うことを「主たる目的」（法第２条第２項柱書）とした法人で

あり、その他の事業は、あくまでも特定非営利活動に係る事業に「支障がない限り」（法第５条第１

項）行うことが認められたものである。したがって、「その他の事業」の実施にあたっては、特定非

営利活動に係る事業の実施に必要な財産、資金、要員、施設等を圧迫してはならない。事業計画上、

赤字計上されているその他の事業については、少なくとも「支障がない限り」行われることが意図さ

れているとはいえない。 

 

（２）収益 

認 証 基 準 報告徴収等の対象となり得る監督基準 

 その他の事業の収益は、設立当初の事業年度

及び翌事業年度の収支予算書においてともに特

定非営利活動に係る事業会計に全額繰り入れら

れていること。 

 その他の事業の収益が、２事業年度の収支計

算書において連続して特定非営利活動に係る事

業会計に全額繰り入れていない場合。 

 

【説明】 

ＮＰＯ法人は、特定非営利活動を行うことを「主たる目的」（法第２条第２項柱書）とした法人で

あり、その他の事業の「収益」については、「特定非営利活動に係る事業のために使用しなければな
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らない」（法第５条第１項）とされている。したがって、その収益は、当然に特定非営利活動に係る

事業の実施のために使用する必要があることから、特定非営利活動に係る事業に全額繰り入れること

が必要である。 

【運用上の留意事項】 

本基準の運用にあたっては、本基準が「その他の事業の収益は、特定非営利活動に係る事業のため

に使用する」ことを明確にする観点から設定しているものであることから、実際の運用において、当

該年度の「税引き後利益」を翌年度に繰り入れることも認められるものである。 

 

４ 管理運営 

認 証 基 準 報告徴収等の対象となり得る監督基準 

管理費の総支出額に占める割合が、設立当初の

事業年度及び翌事業年度の収支予算書においてと

もに２分の１以下であること。 

管理費の総支出額に占める割合が、２事業年

度の収支計算書において連続して３分の２以上

である場合。 

【説明】 

ＮＰＯ法人は、特定非営利活動を行うことを「主たる目的」（法第２条第２項柱書）とした法人で

あり、全体の事業活動に占める特定非営利活動に係る事業の割合は過半であることが求められている。

また、「営利を目的としない」（法第２条第２項第１号）法人であり、構成員の経済的利益を追求し、

終局的に収益が構成員個人に分配することを目的としないことも求められている。  

管理費はＮＰＯ法人の運営に必要な基礎的な経費であり、一定程度の管理費は当然必要であるが、

管理費の規模が過大となり、「主たる目的」の特定非営利活動に係る事業の実施に必要な財産、資金、

要員、施設等を圧迫してはならない。したがって、少なくとも管理費の支出規模（管理費の合計）は、

総支出額（事業費及び管理費の総計）の２分の１以下であることが必要である。  

※管理費とは 

「管理費」とは、法人の各種の業務を管理するため、毎事業年度経常的に要する支出であり、法

人の運営に係る基礎的な維持管理のための費用をいう。事業の実施のために直接要する費用は「事

業費」に計上されることとなる。管理費の例としては、総会・理事会の開催運営費、管理部門に係

る役員報酬・人件費、交通費等が挙げられる。なお、ここでいう「管理費」とは、特定非営利活動

に係る事業の管理費及びその他の事業の管理費の合計を指す。  

※事業費とは 

「事業費」とは、法人の事業の実施のために直接要する支出で、管理費以外のものをいい、会計

処理上は、事業の種類ごとに区分して記載する。事業費の例としては、「○○事業費」（注・・・

当該事業の実施のために直接要する人件費・交通費等の費用が含まれる。）等が挙げられる。  

【運用上の留意事項】 

本基準の運用にあたっては、管理費と事業費に明確に区分できない経費までも厳密に区分、計上さ

せるものではなく、区分できるものは区分し、区分できないものは各ＮＰＯ法人が一定のルールで按

分し、計上しても差し支えないものとする。 
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５ その他の認証事務の運用について 

定款変更に関する認証の申請においては、申請に係る変更箇所のみを確認し、それ以外の箇所の確

認は行わないものとする。なお、この場合、仮に申請に係る変更箇所以外の箇所に変更がなされてい

たとしても、これに認証の効力が及ぶものではないので、申請に遺漏のないよう注意が必要である。 

 

６ 施行時期 

この運用方針は、平成１９年４月以降の認証申請書及び事業報告書等（当該事業報告書等の期間の

始期が平成１９年４月以降のもの）から適用するものとする。 

 

 

「市民への説明要請」の実施 

１ 基本的な考え方  

ＮＰＯ法は、ＮＰＯ法人について、「自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民に

よる信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えに立ち、広範な情報公開制度を設ける

ことによって広く市民によるチェックの下におくこと」としている。ここでは、市民による緩やかな

監督、あるいはそれに基づくＮＰＯ法人の自浄作用による改善、発展が期待されている。 

このようなＮＰＯ法の理念に照らすと、ＮＰＯ法人に関する情報は、できる限り広く市民相互に提

供され、かつ、共有されることが望ましい。これにより、市民にとって、当該ＮＰＯ法人について有

益な活動が行われていると認め、これに積極的に参加するという機会や、何らかの疑問を抱き、これ

に説明や改善を求めるという機会が提供されることとなる。また、ＮＰＯ法人にとっても広く市民か

らの支援を得たり、自身への疑問を払拭したりする契機が与えられる。このような市民社会の実現に

向けて、行政としても、こうした市民による選択・監視機能が一層発揮されるための環境を整備して

いくことが重要である。 

ところで、近時、市民から所轄庁に対して、認証申請者やＮＰＯ法人に関し、その活動を懸念する

様々な情報が提供されることがある。また、ＮＰＯ法人からの事業報告書等の未提出や設立認証後の

登記未了などの不備等も散見される。このような場合、上述した環境整備の重要性に鑑みれば、所轄

庁としても、提供を受けた情報や不提出等の事実に基づいて、市民間あるいは市民と当該ＮＰＯ法人

との間において自由・活発な議論がなされる土壌を創ることが適当である。  

そこで、上述のように市民から情報提供がなされた場合や事業報告書等の未提出等の場合、所轄庁

として、当該ＮＰＯ法人に対し、下記（２）のとおりＮＰＯ法人自らが広く市民に対して自主的に説

明を行うよう要請する（以下「市民への説明要請」という。）こととする。そのうえで、所轄庁にお

ける手続の透明性を確保する観点をも加味し、「市民への説明要請」及びこれに対する当該ＮＰＯ法

人による説明の内容につき、基本的にすべて公開する。  

 

２ 具体的な内容  

（１）「市民への説明要請」を実施する場合  

イ 認証及び監督の各段階における「市民への説明要請」の実施  

「市民への説明要請」は、あくまでも市民による選択・監視機能が発揮されるための環境整
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備として自主的な説明を行うよう要請するものであり、ＮＰＯ法上規定されている所轄庁によ

る監督とは異なり、これに応じなかったということだけで不利益に取り扱われるものではない。

但し、行政の関与という側面もあるため、これを抑制的に運用することが妥当と考えられる。  

このため、認証段階では、市民からの情報提供等により、何らかの法令違反に該当すること

が推認されるなど、申請書類のみをもってしては法定の認証基準に適合することが積極的に示

されているとは認められない場合に実施することとする。また、監督段階では、報告徴収・立

入検査（法第４１条第１項）、改善命令（法第４２条）の対象となり得る要件が認められた場

合に限って実施することとする。 

なお、定款変更の認証に関し、法第２５条第５項は、法第１２条に定める設立の認証基準を

準用していることから、これは定款変更の認証基準にもなっているものと解される。したがっ

て、市民からの情報提供等により当該認証基準への適合性が積極的に示されているとは認めら

れない場合、設立の認証におけると同様に「市民への説明要請」を実施することとする。  

ロ 事業報告書等が提出されていない場合等における「市民への説明要請」の実施 

事業報告書等の全部又は一部が提出されていなかったり、不完全な書類しか提出されていな

かった場合、「市民への説明要請」を実施する。また、設立の認証後、登記をしたことを証す

る登記簿謄本を添付した届出書が提出されていない場合、「市民への説明要請」を実施する。  

（２）「市民への説明要請」の内容  

ＮＰＯ法人に対しては、概ね以下の事項につき市民に対する説明を自主的に実施するとともに、

実施された説明内容（対外的に公表されたもの）を記載した文書を所轄庁に対し速やかに送付す

るよう文書をもって要請することとする。その際、情報提供者に関する個人情報について、所轄

庁として、取扱いに十分配慮すべきことはいうまでもない。  

イ 提供された情報内容等に関する事実関係  

ロ 認証段階においては、認証基準への適合性を積極的に示す事項、監督段階においは、報告  

徴収・立入検査、改善命令の対象とならないことを示す事項 

なお、事業報告書等が提出されていない場合及び設立の認証後登記をしたことを証する登記簿

謄本を添付した届出書が提出されていない場合には、提出されていない理由及び今後の提出の予

定等に関し説明を要請することとする。  

（３）「市民への説明」の方法  

市民への説明は自主的に実施されるべきものであり、実施方法については、当該ＮＰＯ法人の

検討に委ねられるものである。参考例としては以下のものがあり、説明内容を記載した文書を所

轄庁に対して送付し、所轄庁のホームページに掲載することによって代替することもできるよう

配慮する。  

（例） 

○申請者の住居所や当該ＮＰＯ法人の事務所における誰でも閲覧可能な状態での説明文書の掲

示、備置き及びニュースレター等への掲載 

○当該ＮＰＯ法人が運営するホームページ上における説明文書の掲載 

○適切な人数を収容できる会場における説明会の実施（その際、実施の案内を予め周知してお

くのが望ましいと考えられる。）  
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（４）監督における「市民への説明要請」の活用  

監督を行う際にも、上述した市民間あるいは市民と当該ＮＰＯ法人との間において自由・活発

な議論がなされる土壌を創ることの重要性に鑑み、「市民への説明要請」を活用することとする。 

具体的には、ＮＰＯ法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いが

あると認められる相当な理由があるとき、所轄庁は、当該疑いについて報告徴収等を行うことが

できる（法第４１条第１項）。その報告の内容に関し、当該ＮＰＯ法人に対し「市民への説明要

請」を行うこととする。また、ＮＰＯ法人が法第１２条第１項第２号、第３号又は第４号に規定

する要件を欠くに至ったと認めるとき、その他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは

定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき、所轄庁は、改善命令を行うこと

ができる（法第４２条）。それを行う際には、所轄庁は、当該ＮＰＯ法人に対し是正措置を採る

ことを命じるとともに、その是正措置の内容に関し、「市民への説明要請」を行うこととする。 

３ 施行時期 

この運用方針は、平成１９年４月から適用するものとする。 

 

 

「市民への説明要請」を実施する判断基準 

 「宮城県における特定非営利活動促進法の運用方針（平成１９年３月３１日制定）」に基づく「市

民への説明要請」は、認証段階では、当該ＮＰＯ法人が法定の認証基準に適合することが積極的に示

されているとは認められない場合、監督段階では、報告徴収等の対象となり得る要件が認められた場

合に実施することとされている。  

  同方針により、市民からの情報提供に基づき「市民への説明要請」を実施する判断基準は下記のと

おりとする。 

１ 市民からの情報提供に基づき「市民への説明要請」を実施する判断基準 

  イ 基本的には個々の実例に応じ、個別に判断することとなるが、  

  ○情報提供の件数  

  ○情報提供の内容の合理性  

  ○客観的証拠の有無  

  ○情報提供者の属性（当該団体との利害関係の有無、同一グループによる情報か否か等）等を総

合的に考慮して判断することとする。  

 ロ 情報提供の件数については、過去の事例を踏まえ、単なる問い合わせの件数を除き、 

  ○複数者から  

  ○概ね５件程度  

  ○法令等に違反することをうかがわせる具体的な情報等の集積があれば「市民への説明要請」

を実施することとする。  

２ 特に悪質で緊急の対応を要することがうかがえる内容の場合には、件数にかかわらず、速やかに

対応する。  

３ なお、「市民への説明要請」を実施した後、報告徴収や改善命令等のＮＰＯ法上の監督を実施し

た場合において、当該法人が報告や改善措置等を行わない場合は、その点についても公表する。 


